
西
周
期
鄭
（
奨
）
の
考
察

松

井

嘉

徳

【
要
約
】
　
西
周
期
鄭
（
貧
）
に
関
し
て
、
貧
弁
才
・
貧
號
仲
・
貧
登
伯
な
ど
の
称
謂
が
存
在
す
る
。
各
々
、
井
叔
・
號
仲
・
睡
余
に
無
地
の
名
を
冠
し
た

称
謂
で
あ
り
、
井
関
係
の
威
井
叔
・
豊
井
叔
、
號
関
係
の
上
馬
仲
も
こ
れ
と
同
様
の
称
首
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
地
名
を
冠
し
た
写
譜
の

存
在
は
、
内
・
外
藩
諸
倭
で
あ
る
本
郷
と
は
別
に
、
こ
れ
ら
の
地
に
そ
の
分
族
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
鄭
（
麓
）
に
は
周
王
の
直
轄
領
で
あ

る
麓
還
が
存
在
し
、
そ
れ
を
管
理
す
る
諸
官
が
配
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
周
辺
に
内
・
外
容
諸
侯
の
分
族
が
存
在
す
る
と
い
う
構
造
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
郵
（
麓
）
は
周
王
の
「
都
」
と
さ
れ
る
豊
・
周
な
ど
の
地
と
同
様
の
構
造
を
持
ち
、
西
国
王
朝
の
政
治
的
・
軍
事
的
拠
点
と
し

て
王
「
都
」
に
比
す
べ
き
地
で
あ
っ
た
。
西
周
王
朝
は
、
こ
れ
ら
の
王
「
都
」
を
含
む
黒
地
を
中
核
と
し
て
王
畿
（
内
服
）
が
形
成
さ
れ
、
更
に
そ
の
周

辺
に
外
藩
の
諸
侯
が
封
建
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
三
層
の
講
造
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
内
・
外
服
諸
侯
の
分
族
が
鄭
（
麓
）
・
豊
な
ど
に

存
在
す
る
こ
と
は
、
各
氏
族
の
血
縁
関
係
が
こ
の
三
層
を
結
び
つ
け
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
九
巻
四
号
　
　
一
九
八
穴
年
七
月

西周期鄭（貧）の考察（松井）

序

口

『
漢
書
』
地
理
志
上
京
兆
歩
鄭
県
条
の
班
固
自
注
に

周
宣
王
の
弟
鄭
桓
公
の
邑
。

と
あ
り
、
臣
齋
は
こ
れ
に
注
し
て
、

周
は
穆
王
よ
り
以
下
西
鄭
に
都
す
、
以
て
手
記
を
封
ず
る
を
得
ざ
る
な
り
。
初
、
桓
公
益
の
司
徒
と
為
る
。
王
室
将
に
乱
れ
ん
と
す
、
故
に
素
志
に
謀
り
て

絡
と
賄
と
を
號
・
會
の
間
に
寄
す
。
幽
王
既
に
敗
れ
、
二
年
に
し
て
會
を
滅
ぼ
し
、
四
年
に
し
て
號
を
滅
ぼ
し
、
郵
父
の
丘
に
居
る
。
是
を
以
て
鄭
の
桓
公

（467）1



　
と
為
る
。
京
兆
に
封
ず
る
の
文
無
き
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
い
う
。
所
謂
『
古
本
竹
書
紀
年
』
（
以
下
『
紀
年
』
）
に
拠
る
注
と
さ
れ
る
が
、
漢
志
鄭
県
の
地
を
穆
王
以
下
の
「
都
」
と
し
、
鄭
桓
公
始
封
の

地
は
こ
の
地
で
は
な
く
、
河
南
「
鄭
父
比
丘
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
顔
師
古
は
、

　
春
秋
外
伝
に
云
う
、
藩
王
既
に
敗
れ
、
鄭
の
桓
公
こ
れ
に
死
す
。
そ
の
山
武
公
、
平
王
と
東
遷
す
、
と
。
故
に
左
山
伝
に
云
う
、
我
が
周
の
東
遷
、
晋
・
鄭

　
に
こ
れ
依
る
、
と
。
ま
た
鄭
の
雷
公
云
う
、
我
が
先
君
新
た
に
こ
こ
に
邑
せ
り
、
と
。
蓋
し
新
製
を
道
う
な
り
。
穆
王
以
下
西
境
に
都
す
る
の
事
無
し
。
讃

　
説
非
な
り
。

と
、
臣
讃
の
説
を
斥
け
る
。
西
周
期
の
郵
及
び
郵
桓
公
始
封
の
地
に
関
し
て
両
説
は
真
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
鄭
に
関
す
る
議
論
は
、
更
に
『
史
記
』
鄭
世
家
索
隠
な
ど
に
引
か
れ
る
『
世
本
』

　
桓
公
は
械
林
に
居
り
、
拾
に
徒
る
。

や
、
『
詩
』
鄭
風
の
鄭
玄
詩
譜

　
初
、
宣
王
　
母
弟
友
を
宗
周
畿
内
威
林
の
地
に
封
ず
、
こ
れ
郵
の
桓
公
た
り
。
今
の
京
兆
鄭
県
こ
れ
そ
の
都
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
み
え
る
械
林
・
拾
・
威
林
の
理
解
を
含
め
て
一
層
混
乱
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
近
年
の
金
文
史
料
の
増

加
・
利
用
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
金
文
史
料
に
は
周
知
の
よ
う
に
「
王
国
貧
」
（
文
献
史
料
の
郵
と
区
別
す
る
た
め
に
萸
字
を
用
い
る
）
と
い
う
銘
文
や
貧
上
里
・
貧
號
仲
と
い
う
称

謂
が
み
ら
れ
、
文
献
・
金
文
両
史
料
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
困
難
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
例
を
示
せ
ば
、
郭
沫
若
は
「
王

在
麓
」
が
「
王
在
周
」
と
同
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
劇
壇
の
説
を
支
持
し
、
「
無
派
以
来
、
西
鄭
に
離
宮
別
苑
を
設
け
、
王
は
時
に
こ
こ
に
居
住

し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
考
え
た
。
ま
た
金
文
史
料
に
は
貧
井
叔
の
ほ
か
に
威
井
叔
と
い
う
称
謂
が
み
え
、
こ
の
威
井
叔
の
威
を
『
世
上
』
『
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

譜
』
の
械
林
・
威
林
と
同
一
で
あ
る
と
看
坐
し
、
西
鄭
・
長
男
は
井
叔
の
旧
封
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
凶
夢
家
は
『
紀
年
』
更
に

は
そ
れ
に
拠
る
臣
讃
の
説
を
評
価
し
、
「
穆
王
か
ら
二
王
ま
で
は
鄭
或
い
は
郵
宮
に
居
た
」
「
晋
文
侯
十
二
年
即
ち
幽
王
が
敗
れ
て
二
年
後
（
前
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七
六
九
年
）
に
司
徒
桓
公
は
鄙
を
滅
ぼ
し
、
四
年
後
（
前
七
六
七
年
）
に
號
を
滅
ぼ
し
、
寮
父
の
丘
に
居
り
、
鄭
と
名
づ
け
た
。
後
の
新
鄭
で
あ

る
」
「
世
本
・
公
電
の
記
述
は
耳
鼻
の
始
封
で
は
な
く
、
麓
井
の
始
封
と
看
謝
す
べ
き
で
あ
る
」
と
郭
説
に
近
い
見
解
を
示
す
と
と
も
に
、
「
西

周
中
期
の
穆
・
貴
男
期
に
は
東
西
に
二
郵
が
あ
る
」
と
し
て
、
西
方
の
鄭
は
吉
井
・
「
船
下
貧
」
の
貧
、
東
方
の
郵
は
號
貧
の
貧
で
新
郵
・
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

泉
一
帯
の
地
、
と
い
う
独
自
の
見
解
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
郵
（
貧
）
に
関
す
る
研
究
は
多
く
の
未
解
決
の
問
題
を
残
し
て
い
る
。
先
の
簡
単
な
紹
介
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
鄭
（
貧
）

は
周
王
の
「
都
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
更
に
東
遷
期
に
重
要
な
役
割
り
を
果
た
す
鄭
・
號
両
国
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
郵
（
貧
）

に
関
す
る
問
題
の
解
決
は
取
り
も
直
さ
ず
周
王
朝
の
構
造
・
歴
史
そ
の
も
の
の
理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
貧
関
係
金
文
の

分
析
を
中
心
と
し
て
西
周
期
郵
（
麓
）
の
考
察
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
が
、
今
の
べ
た
よ
う
に
そ
の
議
論
は
郵
（
璽
）
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、

周
王
朝
全
体
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

①
顔
師
宵
「
漢
書
叙
例
」
に
、

　
　
有
臣
蹟
者
、
莫
知
氏
族
、
考
其
時
代
、
亦
在
晋
初
、
又
総
集
諸
家
音
義
、
稽

　
　
以
己
之
所
見
、
翼
廊
豊
富
、
挙
駿
前
説
、
索
引
竹
書
、
自
謂
詳
明
、
非
無
差

　
　
爽
。

　
と
言
う
。
ま
た
王
国
維
『
古
本
竹
書
紀
面
訴
校
』
に
、

　
　
漢
書
地
理
志
注
、
臣
績
日
云
丞
、
不
言
出
何
書
、
然
虚
心
所
秘
蔵
桓
公
命
郡

嗣
　
璽
関
係
金
文

　
　
居
郵
事
、
皆
出
紀
年
、
則
此
亦
宜
然
。

　
と
言
う
。

②
　
例
え
ば
、
百
工
小
『
春
秋
大
工
表
列
国
爵
姓
及
存
滅
表
誕
異
』
（
中
央
研
究
院
歴

　
史
語
言
研
究
所
専
刊
之
五
二
　
一
九
六
九
年
）
冊
二
　
業
　
鄭
の
都
条
な
ど
。

③
　
『
大
系
』
入
四
康
鼎
・
九
一
免
面
。

④
　
「
稀
代
」
㈱
入
七
免
設
。

西
周
期
郵
（
貧
）
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
麓
関
係
金
文
の
全
貌
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
麓
関
係
金
文
に
つ
い
て
は
既
に
『
大
系
』

『
通
釈
』
に
そ
の
収
集
が
試
み
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
後
も
史
料
の
増
加
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
そ
の

一
覧
を
改
め
て
示
す
こ
と
に
す
る
。
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表一貧関係金文

分 類

IA　「王在彙」

B　食　官　職

C　奥　施　設

正A　舞　井　叔

　　福井叔康

雌

v

B
C
D

E
F
G

貧井叔蔓父

貧　竸　仲

貧　登　山

奥登　叔
貧　義　旧

習義艶父
貧楓叔賓父

貧　姜　伯

貧　莞　伯

貧　　　姜

貧　　　季

貧摘下姫
彙　　　伯

奥旨大目工

貧　　　某

慕　　名
　　　　（出土地）

大籔＊

潮解ボ自
三年饗壷＊（扶風法門）

三等矢笹＊（江蘇丹徒）

三二＊（藍田洩湖鎮）

三農鼎

三二馬受int、、，〔映西〕

食大師小子甑

二藍

三鼎

鐘＊・戯

康；臨

隅・衛

盤＊

幕＊〔任域〕・鼎

盤＊・鼎

盤＊

壷＊

置＊

隅＊

矢王盤＊（宝鶏上官村）

這出片時＊（長安張家彼）

簑盤＊

盤、

籏＊

貧伯山父頗・爾

伯筍県門＊

二曲伯師父瓶

彙師□父扇＊

鍵［コ原父鼎

貧成句父二

食同娩鼎

三子石鼎

貧大内二丁上匝

断 代

大系随喜1 木オ そ　の　他

熱　王

属　王

鶯　王

熱　ヨ三

列　国

列　国

列　国

列　二

胡　国

属　王

列　国

列　国

列　国

王
王
賂
王
王
王

共
共
共
闘
夷
酪

共　ヨ三

共王前後

孝　王

鄭建国前

職秋繭

東遷前後

属　三E

春秋門

出周HB～皿A

　西周MA
　西周IB
　西周皿

春秋1
西周皿A

酉周MB
西周皿

西周皿B

春秋1
春秋1

春秋1

（縫代）共王以後

（樋口）諮孝前後

（断代）成王

（唐）共王

（断代）燃王

（断代）共驚

（断代）i諮孝

（通考）i慾…E

（樋口）西園晩期

（通考）属王

（通考）西周後期

（通考）西周後期

（故官）春秋

（文84・6）駒沢中期

（考65・9）西周後雲月

（通考）西田後期

（通考）西周後期

（凡例）（1）自作器は分類Vを除き器種のみを示す。
　　　②　器名の後に附された＊印は，写真或は模本によってその器物が知りうることを示す。

　　　（3｝出土地は（）内に示し，伝承出土地は〔〕内に示す。
　　　（4）断代欄の誌代樋考赦宮1ま本稿末の略称一y，を参照。樋口｝ま樋口隆康晒周銅器の
　　　　研究」，唐は唐蘭「永孟銘文解釈」（r文物』72・1），文はr文物』，考はr考古』。
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表
一
は
貧
関
係
の
称
謂
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
知
る
た
め
に
、
先
行
の
研
究
か
ら
主
に
銘
文
研
究
に
重
点
を
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
た
も
の
と
し
て
、
『
大
系
』
『
通
釈
』
の
断
代
を
、
型
式
学
的
研
究
と
し
て
林
巳
奈
夫
氏
の
『
股
周
時
代
青
銅
器
の
研
究
』
の
春
植
を
示
し
、

そ
れ
以
外
の
研
究
に
よ
る
喰
代
も
若
干
附
し
た
。
収
録
し
た
銘
文
は
鋳
造
の
も
の
に
限
り
、
附
刻
銘
は
除
外
し
て
あ
る
。
ま
た
各
器
の
前
記
を

示
す
べ
き
で
あ
る
が
、
表
が
繁
雑
に
な
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
し
、
本
文
中
に
引
用
す
る
も
の
に
限
り
初
出
の
際
に
そ
の
著
録
を
示
す
こ
と
に

す
る
。
こ
れ
以
上
の
説
明
は
表
の
凡
例
に
譲
る
と
し
て
、
次
に
こ
の
表
か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

　
分
類
1
は
、
I
A
が
「
玉
在
璽
」
と
い
う
銘
文
を
も
つ
器
群
で
あ
る
以
外
は
、
西
周
期
鄭
（
璽
）
に
関
す
る
官
職
及
び
施
設
を
い
う
も
の
で

あ
る
。
I
B
磁
力
矢
盤
（
録
遺
一
六
七
）
が
西
周
前
期
の
も
の
で
あ
る
の
を
除
い
て
、
西
面
申
・
後
期
に
八
代
さ
れ
る
器
群
で
、
西
周
期
鄭
（
貧
）

の
構
造
を
知
る
う
え
で
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
こ
の
器
群
に
つ
い
て
は
第
四
・
五
章
で
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
分
類
豆
は
、
貧
某
伯
（
仲
・
叔
）
と
い
う
重
信
を
も
つ
器
群
で
あ
る
。
I
A
麓
無
心
・
I
B
貧
號
仲
は
序
言
で
紹
介
し
た
称
謂
で
あ
り
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

C
以
下
も
こ
れ
と
同
様
の
称
謂
法
に
よ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
大
系
』
は
豆
F
忌
寸
伯
厘
（
三
代
一
七
・
二
八
）
に
つ
い
て
「
郵
義
々
と
は
郵

井
叔
と
称
す
る
の
と
同
じ
で
、
義
伯
は
作
器
者
の
字
、
お
そ
ら
く
は
郵
の
大
夫
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
こ
れ
を
春
秋
鄭
の
関
係
器
と
し
て
扱
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

更
に
続
い
て
貧
辛
辛
・
貧
登
叔
・
麓
號
仲
の
器
を
著
録
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
い
う
と
貧
回
廊
も
鄭
の
大
夫
と
な
っ
て
し
ま

い
、
序
言
で
み
た
紅
熱
自
身
の
見
解
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
　
亘
C
以
下
の
称
謂
も
そ
の
称
定
法
に
よ
る
限
り
、
貧
井
叔
と
同
様
に
西
周
期
鄭

（
貧
）
の
関
係
器
と
看
徴
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
型
式
学
冬
構
代
も
基
本
的
に
は
そ
れ
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
亙
A
康
鼎
（
三
代
四
・
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

五
）
を
除
き
、
す
べ
て
短
銘
の
自
作
器
で
あ
る
。
な
お
、
丑
D
璽
義
莞
父
霊
（
三
代
一
〇
・
一
三
）
は
奥
義
伯
の
関
係
器
と
考
え
、
こ
こ
に
分
類
し
た
。

　
分
類
皿
は
被
作
器
者
と
し
て
貧
字
の
つ
く
人
物
が
登
場
す
る
も
の
。
三
器
と
も
西
周
期
に
樋
代
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
分
類
W
は
貧
伯
に
関
す
る
も
の
。
貧
伯
大
嗣
工
蜜
（
三
代
一
〇
．
二
二
）
に
「
三
厩
大
旨
工
工
期
山
雑
作
旅
豊
、
…
…
（
璽
伯
の
大
払
工
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

召
叔
山
父
　
旅
箆
を
作
る
）
」
と
あ
り
、
大
農
工
と
い
う
官
名
が
み
え
る
。
嗣
工
（
内
空
）
な
ど
の
上
に
大
字
を
冠
す
る
官
名
は
春
秋
期
以
後
の

文
献
に
み
え
、
金
文
史
料
に
つ
い
て
も
魯
大
脳
徒
厚
子
壷
（
三
代
一
〇
・
四
八
）
な
ど
春
秋
期
以
後
の
器
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
春
秋
郷
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⑤

の
爵
号
は
伯
と
さ
れ
て
お
り
、
分
類
W
は
春
秋
鄭
の
関
係
器
と
男
芸
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
型
式
学
的
物
品
も
そ
の
判
断
に
一
致
し
て
い
る
。

　
分
類
V
は
麓
某
と
い
う
称
謂
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
孟
子
石
鼎
（
三
代
三
・
二
四
）
に
つ
い
て
は
、
『
春
秋
左
残
量
』
（
以
下
『
左
伝
』
）

丸
公
二
七
（
前
五
四
六
）
年
に
み
え
る
郵
の
大
夫
印
段
と
公
孫
段
の
二
人
が
子
石
と
い
う
字
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
こ
の
い
ず
れ
か
の
器
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
⑥

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
器
を
含
め
て
す
べ
て
七
子
の
自
作
器
で
あ
り
、
従
っ
て
明
確
な
判
断
を
下
し
え
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
称
念
法
か

ら
い
え
ぼ
春
秋
鄭
の
器
群
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
表
】
を
理
解
し
た
う
え
で
、
改
め
て
注
目
し
た
い
の
が
分
類
1
の
貧
某
伯
（
仲
・
叔
）
と
い
う
称
謂
で
あ
る
。
こ
れ
は
族
（
国
）

名
1
「
行
管
」
の
う
え
に
更
に
璽
地
の
名
を
冠
し
た
称
謂
で
あ
り
、
春
秋
期
の
分
類
W
貧
伯
と
い
う
称
謂
と
は
歴
然
と
し
た
相
違
を
示
し
て
い

る
。
貧
－
族
（
国
）
名
1
「
行
次
」
と
い
う
称
謂
の
も
つ
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
鷹
番
王
朝
独
自
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
り
と
な
る

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
西
里
金
文
全
体
を
通
し
て
み
て
も
、
族
（
国
）
名
一
「
行
業
」
の
上
に
更
に
地
名
を
冠
す
る
例
は
序
言
で

紹
介
し
た
芳
井
叔
を
は
じ
め
と
し
て
数
例
し
か
存
在
せ
ず
、
西
周
王
朝
に
お
け
る
貧
地
の
特
殊
性
・
重
要
性
を
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
幸

い
な
こ
と
に
、
奥
井
叔
・
貧
號
仲
・
貧
器
物
・
貧
登
叔
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
関
係
器
が
存
在
し
て
お
り
、
我
々
は
そ
れ
ら
の
分
析
を
通
し
て

麓
某
伯
（
仲
・
叔
）
と
い
う
称
謂
の
も
つ
意
味
を
捜
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
　
林
巳
奈
夫
『
股
周
時
代
青
銅
器
の
研
究
』
（
一
九
八
四
年
）
。

②
　
『
大
系
』
一
八
○
郷
義
伯
匹
・
郷
登
伯
爾
・
鄭
登
叔
釜
・
一
八
一
郷
號
照
応
。

③
『
通
釈
』
二
〇
七
鄭
郵
伯
隅
附
郷
義
完
父
須
に
「
莞
父
は
お
そ
ら
く
郷
義
伯
の
名

　
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
の
に
従
っ
た
。

④
　
『
大
系
巴
八
一
召
叔
山
父
蟹
に
「
麓
白
大
飼
工
者
言
鄭
伯
之
大
司
空
、
職
上
係

　
国
、
復
係
其
国
之
爵
、
此
例
僅
見
」
と
い
う
。

⑤
陳
繋
『
春
秋
大
虚
表
列
国
桃
山
及
存
減
蓑
誕
異
』
（
前
掲
）
冊
一

　
条
。

⑥
楊
樹
達
『
積
微
居
金
文
説
』
一
〇
七
頁
郵
子
石
鼎
蹟
。

渠
、
郷
の
爵
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二
　
井
關
係
金
文

貧
井
叔
を
含
む
井
関
係
金
文
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
断
代
」
㈹
免
殴
条
及
び
樋
口
隆
康
氏
の
「
西
周
銅
器
の
研
究
」
井
叢
説
に
総
括
的
研
究
が
あ
り
、



西周期鄭（貧）の考察（松井）

表二　井関係金文

分 類

IA　井　　伯

B　嗣馬井伯

HA　井　　叔

　B　井叔叔采

皿　　胆汁叔

Isr　威井叔
V　　魏井叔
NI　A　井季費

　B　井季繕
va　井　　公
畷A　井　　姫

　B　井孟姫
K　　井　　人

邦
邑
癌
菊

　
　
　
儲

井
井
弁
弁

　
　
　
A

x
頚
預
羅

B貧井（銘末）

C豊井（銘末）

器 名
　　（出土地）

額ボ鐘
長由盃＊（長安普1度村）

壁虎笙＊

七年超曹司＊

豆閉嬢＊〔西安〕

師毛脚足

利鼎

段整＊

五示巳衛｝慰＊　（岐山董家村）

千早＊（藍田洩湖鎮）

師独眼＊（武功南仁公社）

師歪曲鼎＊

狸掘＊

免艦＊・自・笙

彊叔盛＊（藍田寺肢村）

霞鼎

井季醤笹＊

鐘＊（長安張家披）

趨騨＊

笙＊（扶風斉村）

尊＊・膚＊・鼎

嬢＊（分類fiA）

普壷＊

白田父籔＊

本縄諸器＊（宝鶏茄家蕪）

中車糖爾＊（甘粛慶陽）

五祀衛鼎（分類正A）

大義鼎＊〔岐山法門〕

井人人安鐘＊（中風斉鎮村）

禺鼎．＊（岐山任家村）

散氏盤＊〔鳳翔〕

大患鼎（分類K）

叔男縄墨

白章父鼎＊

康鼎（表一HA）

運用＊（扶風斉家村）

斯一 代

大系隠釈 林 そ　の　他

王
王
王
王
王
王

穆
共
共
共
共
共

王
王
王
王
王

共
共
共
共
共

議
山
王
董
玉
王
王
王

無
筆
麟
錨
錨
共
孝
孝

王
王
王
　
王

共
共
鎌
　
孝

孝王

電工

共　王

孝山

王
王
王
王

単
車
夷
孝

王
王
王
王

属
宣
夷
属

西周1

西田IA
西周HB
西田HB
西周HB

西園HB
西田H

西周hiA

西周皿A

西目∬B～MA
　西周顕A

西田H

西周HB

西口皿A

西周H

西田皿B

西田歴

西周皿B

西周丑

誕畑鼠A

西ma　m

（樋口）共王前後

（樋口）穆王

（樋口）属宣

（樋口）共議前後

（樋口）属宣

（文79・2）二王

（唐）年玉

（唐）共王

（文64・7）共王

（樋口）共王

（樋口）熱孝前後

（樋口）宣王

（断代）昭穆

（樋口）中期初

（文79・4）西周晩

（樋口）中期初

（樋口）属宣

（文76・4）昭穆

（考文83・3）中葉

　　　　以降

（樋口）属王

（樋口）宣王

（樋口）属王

（断口）脳中以後

（断代）熱三E以後

（凡例）　断代田の樋口は樋口隆康「西周銅器の研究」，唐は唐蘭「永孟銘文解釈」（r文物毒72・1），

　　考文はr考古与文物』。
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②

筆
者
も
嘗
て
若
干
の
見
解
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
の
記
述
と
重
複
す
る
所
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
井
関
係
金
文
を
分
析
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
井
関
係
器
を
表
示
す
る
が
、
表
示
の
要
領
は
表
一
と
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
麓
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

叔
関
係
器
は
既
に
表
一
に
示
し
て
あ
る
の
で
、
こ
の
表
か
ら
は
除
外
し
て
あ
る
。

　
表
二
に
よ
り
井
関
係
の
称
謂
と
そ
の
大
体
の
年
代
を
み
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
表
二
の
分
類
1
か
ら
W
ま
で
と
灘
と
を
比
較
す
る
と
、

W
金
井
叔
と
V
豊
井
叔
及
び
盟
B
璽
井
と
C
豊
井
の
称
謂
が
他
の
そ
れ
と
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
称
謂
が
今
問
題
と
し
て

い
る
貧
井
叔
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
修
習
叔
讐
（
陳
西
⇔
一
三
九
）
は
一
九
七
六
年
に
発
見

　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
言
及
す
る
研
究
は
ま
だ
少
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
ま
ず
本
葬
発
見
以
前
の
麓
井
叔
・
黒
質
叔
に
関
す
る
研
究
を
紹

介
し
、
早
早
の
出
現
が
従
来
の
説
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
を
述
べ
た
い
。
こ
こ
で
従
来
の
説
に
こ
だ
わ
る
の
は
、

西
周
期
鰯
（
麓
）
の
地
望
比
定
に
そ
れ
ら
が
深
く
か
か
わ
る
か
ら
で
も
あ
る
。

　
郭
沫
若
は
、
序
言
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
『
漢
書
』
地
理
志
の
臣
国
難
・
『
福
本
』
・
『
三
原
』
の
記
述
に
よ
っ
て
璽
井
々
康
と
威
井
叔
を
同
一

人
物
と
し
、
璽
・
威
（
林
）
を
井
叔
の
颯
封
の
地
と
み
な
し
た
。
従
っ
て
貧
の
絶
望
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
尊
志
の
錦
江
ヂ
郵
県
と
考
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
貧
井
叔
康
・
威
井
叔
を
表
ニ
ー
A
普
鼎
（
三
代
四
・
四
五
）
に
み
え
る
井
叔
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

一
方
、
陳
夢
家
も
麓
井
叔
と
威
望
叔
が
同
一
人
物
で
降
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
が
、
氏
は
こ
の
白
井
叔
康
を
郭
氏
と
は
異
な
り
表
ニ
ー
A
免

諸
器
の
井
々
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
（
陳
民
は
す
べ
て
の
井
叔
を
同
一
人
物
と
は
考
え
て
い
な
い
）
。
ま
た
麓
の
地
望
に
つ
い
て
も
、

従
来
の
京
兆
舜
郵
県
説
に
対
し
て
右
画
風
雍
県
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
竣
し
た
。
す
な
わ
ち
、
『
太
平
御
覧
』
一
七
三
居
処
部
に
引
く
『
紀
年
』

「
穆
王
所
居
里
宮
・
春
宮
」
、
『
史
記
』
秦
本
紀
「
徳
公
元
年
、
蟹
玉
雍
城
大
判
宮
」
、
同
正
義
に
引
く
『
括
地
鳥
』
「
岐
州
雍
県
南
七
里
書
留
城
、

秦
徳
公
大
郵
宮
城
也
」
、
『
漢
書
』
地
理
野
上
右
帆
風
雍
県
条
自
注
「
械
陽
宮
、
昭
王
滝
」
な
ど
の
文
献
史
料
に
み
え
る
雍
県
の
大
興
宮
・
械
陽

宮
を
貧
窮
叔
・
威
井
叔
の
璽
・
威
に
結
び
つ
け
、
「
最
も
早
い
郵
井
は
雍
に
お
り
、
そ
の
後
京
兆
翁
面
に
徒
つ
た
」
と
考
え
、
『
世
辞
』
「
桓
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
械
林
に
居
り
、
拾
に
躍
る
」
の
記
述
は
そ
の
こ
と
を
言
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は
秦
雍
誠
遺
肚
か
ら
「
械
陽
」
の
銘
を
も
つ
瓦
当
が
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⑧

出
土
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
以
上
、
郭
・
陳
両
氏
の
説
は
、
璽
の
地
望
比
定
な
ど
異
な
る
点
も
あ
る
が
、
貧
井
叔
と

弄
草
叔
を
同
一
視
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
他
の
銀
製
と
同
一
人
物
と
看
徴
す
こ
と
、
鄭
桓
国
玉
封
説
話
を
井
氏
に
関
連
づ
け
る
こ
と
、
の
三
点
に

関
し
て
全
く
共
通
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
鄭
桓
公
示
封
に
関
し
て
、
『
詩
譜
』
に
威
林
を
郵
県
と
す
る
な
ど
貧
井
叔
・
寺
井
叔
と

の
関
連
を
思
わ
せ
る
史
料
が
存
在
す
る
が
、
逆
に
野
馬
に
関
係
す
る
地
名
が
何
故
に
郵
桓
公
始
封
説
話
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問

が
説
明
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
の
両
説
は
臆
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。

　
更
に
豊
井
叔
釜
の
出
現
は
、
こ
の
両
説
が
成
立
し
が
た
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
豊
富
単
磁
は
西
周
後
期
に
遷
代
さ
れ
る
器
で
、
車
井

叔
諸
共
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
豊
井
叔
と
貧
撃
壌
は
同
時
期
に
並
存
し
た
称
謂
で
あ
り
、
ま
た
豊
井
叔
の
豊
を
貧
井
叔
・
玉
器
叔
の

璽
・
威
と
結
び
つ
け
る
史
料
は
金
文
・
文
献
の
い
ず
れ
に
も
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
豊
井
叔
と
は
井
叔
の
上
に
豊
字
を
冠
し
て
他
の
井
叔
と

区
別
し
た
常
理
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
井
井
叔
・
威
井
叔
も
そ
れ
ぞ
れ
麓
字
・
墨
字
を
冠
し
て
他
の
難
境
と
区
別

し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
両
者
を
郭
・
陳
両
氏
の
よ
う
に
鄭
桓
公
始
封
説
話
に
結
び
つ
け
て
強
い
て
同
一
視
す
る
必
要
も
な
く
な
る

わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
萸
井
井
・
威
井
叔
・
豊
井
叔
は
そ
れ
ぞ
れ
地
名
を
冠
し
て
他
と
区
別
さ
れ
た
井
井
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
地
名
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

れ
そ
れ
の
学
堂
が
、
そ
の
地
に
分
零
し
て
食
封
を
持
つ
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
林
巳
奈
夫
晟
の
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

じ
。
。
巴
一
N
①
ロ
い
貯
＄
σ
q
¢
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
璽
・
威
・
豊
の
地
望
で
あ
る
が
、
貧
は
表
一
1
に
示
し
た
「
王
在
貧
」

な
ど
の
震
と
同
一
地
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
郭
・
陳
両
氏
と
も
に
認
め
て
い
る
が
、
序
言
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
陳
氏
は
こ
れ
を

西
方
の
鄭
と
し
、
こ
れ
と
は
別
に
東
方
の
郵
と
し
て
国
管
の
貧
を
考
え
、
西
周
中
期
に
二
重
あ
り
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
金
文
史
料
中
の
同

一
地
名
は
基
本
的
に
同
一
地
と
君
倣
す
べ
き
で
あ
り
、
陳
氏
の
考
え
が
成
立
し
が
た
い
こ
と
は
後
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
威
は
金
文
史
料
に

例
証
な
く
そ
の
地
を
知
り
難
い
が
、
或
い
は
『
左
伝
』
裏
公
十
四
（
前
五
五
九
）
年
に
晋
の
率
い
る
諸
侯
軍
が
秦
を
伐
つ
に
際
し
、
淫
水
を
渡
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
「
械
林
に
至
」
つ
た
と
あ
る
械
林
の
地
で
あ
ろ
う
か
。
豊
は
愚
書
整
（
張
家
披
図
版
靱
～
短
）
「
豊
還
左
右
師
君
（
走
還
の
左
右
師
氏
）
」
や
装

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

衛
盃
（
陳
西
〇
一
七
二
）
「
王
函
籏
干
豊
（
王
　
游
を
豊
に
爾
ぐ
）
」
な
ど
に
み
え
る
豊
、
即
ち
文
王
の
序
し
た
郵
の
地
と
考
え
ら
れ
る
。
三
井
叔
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・
威
井
叔
・
豊
井
野
の
各
称
謂
を
以
上
の
よ
う
に
地
名
を
冠
し
て
他
と
区
別
さ
れ
た
分
族
と
理
解
す
る
と
、
表
二
の
分
類
－
井
伯
・
∬
井
叔
・

M
井
季
は
逆
に
地
名
を
冠
し
て
他
と
区
別
す
る
必
要
の
な
い
尊
父
、
す
な
わ
ち
井
琉
の
本
貫
の
地
に
基
盤
を
も
つ
井
の
本
族
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
伯
・
叔
・
季
と
い
う
「
行
次
」
を
そ
れ
ぞ
れ
持
つ
わ
け
で
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
、
井
の
本
宿
を
構
成
す
る
も
の
と

し
て
、
他
の
分
族
と
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
西
周
中
期
初
に
磐
代
さ
れ
る
豆
A
（
W
B
）
井
面
鶴
箆
（
三
代
六
・
四
八
）
に
「
端
野
肇
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
　
　
　
　
　
そ

恢
文
詩
序
詩
意
隠
逸
（
季
鶴
肇
め
て
厭
の
文
考
井
開
の
宝
鱒
葬
を
作
る
）
」
と
あ
り
、
（
井
）
季
の
父
（
輩
）
と
し
て
井
叔
の
名
が
み
え
る
。
至

面
罵
関
係
器
の
う
ち
最
も
時
代
が
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
長
樟
蚕
（
録
遺
二
九
三
）
も
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
で
あ
り
、
井
の
本
署
に
あ
っ
て
は
西
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

中
期
に
既
に
伯
・
叔
・
季
の
「
行
次
」
が
並
存
し
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
井
季
は
短
銘
の
自
作
器
を
残
す
の
み
で
そ
の
実

態
を
知
り
難
い
が
、
井
伯
・
井
叔
は
長
銘
の
関
係
器
を
多
く
持
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
井
伯
と
豊
満
が
井
の
本
族
と
し
て
王
朝
内
で
ほ
ぼ
同
様
の

役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
I
A
弓
馬
に
つ
い
て
み
る
と
、
井
伯
頗
（
三
代
五
・
五
）
・
井
伯
鐘
（
綴
遺
二
・
二
）
の
二
器
は
自
作
の
器
で
あ
る
が
、
養
虎
笙
（
三
代
九
・
二
九
）
・

七
年
越
曹
鼎
（
三
代
四
・
二
四
）
・
豆
閉
箆
（
三
代
九
・
一
八
）
・
逆
毛
聖
遷
（
大
系
録
六
〇
）
・
利
回
（
三
代
四
．
二
七
）
・
殺
籔
（
文
物
七
九
・
二
）
の
各

器
で
は
冊
命
儀
礼
の
右
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
五
祀
衛
鼎
（
藤
西
e
一
七
三
）
で
は
、

　
　
衛
以
邦
北
颪
告
干
井
伯
・
伯
伯
父
・
定
伯
・
面
白
・
伯
伯
父
日
、
（
衛
　
無
罪
属
を
以
て
井
伯
・
白
邑
父
・
定
伯
・
葱
伯
・
伯
俗
父
に
告
げ
て
曰
く
）

と
、
衛
が
邦
書
属
を
訴
え
た
訴
訟
を
処
理
し
て
お
り
、
永
孟
（
文
物
七
二
・
一
）
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

　
　
盆
心
内
即
鳴
子
天
子
、
…
…
豚
果
公
出
豚
命
、
井
伯
・
焚
伯
・
サ
氏
・
師
俗
父
・
趙
仲
、
（
盈
公
旧
り
て
命
に
天
子
に
即
く
、
…
…
豚
の
公
と
豚
の
命
を
出

　
　
だ
す
は
、
井
伯
・
隻
伯
・
歩
氏
・
師
俗
父
・
趙
仲
な
り
）

と
、
王
命
の
取
り
次
ぎ
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
職
掌
な
ら
び
に
井
伯
と
列
挙
さ
れ
る
獲
伯
な
ど
の
人
物
か
ら
、
井
伯
が
西
周
王
朝
に
あ
っ
て

執
政
ク
ラ
ス
の
地
位
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
い
で
至
B
嗣
馬
井
伯
に
つ
い
て
み
る
と
、
三
器
と
も
す
べ
て
借
命
儀
礼
の
右

者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
詞
馬
は
嗣
土
・
嗣
工
と
と
も
に
参
有
嗣
と
称
さ
れ
、
文
献
の
三
有
事
・
三
思
大
夫
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
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⑬

ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
嗣
馬
丁
伯
も
王
朝
の
執
政
ク
ラ
ス
の
人
物
で
あ
っ
た
と
国
香
す
こ
と
が
で
き
る
。
I
A
井
伯
・
B
嗣
馬
劇
的
を
同
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

人
物
と
看
激
し
う
る
か
否
か
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
る
所
で
あ
る
が
、
分
類
－
全
体
は
西
周
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
井
の
女
族
が
王
朝
の
執

政
ク
ラ
ス
に
位
置
し
た
こ
と
を
示
す
器
群
で
あ
る
。

　
豆
井
叔
に
つ
い
て
み
る
と
、
人
影
（
歯
）
（
三
代
一
一
・
三
六
）
・
免
鍵
（
三
代
九
・
＝
一
）
・
三
章
難
（
文
物
六
〇
・
二
）
に
冊
命
儀
礼
の
懸
者
と
し

て
登
場
し
、
普
鼎
で
は
、

　
　
王
在
邊
庫
、
井
叔
易
雷
赤
金
楚
、
（
王
　
邊
皮
に
在
り
、
井
叔
　
普
に
赤
金
楚
を
賜
う
）

と
霞
に
対
す
る
賜
与
を
執
り
行
な
い
、
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
佳
王
四
月
既
生
覇
、
辰
在
丁
酉
、
井
叔
在
異
見
□
、
晋
吏
豚
小
子
酸
以
醗
酵
斜
懸
叔
、
（
攣
れ
王
の
四
月
置
生
粋
、
辰
は
吉
海
に
在
り
。
井
叔
異
に
在
り
て

　
　
口
を
為
す
。
雷
　
厭
の
小
子
酸
を
し
て
限
を
以
て
井
叔
に
訟
せ
し
む
）

と
齋
が
限
を
訴
え
た
訴
訟
を
処
理
し
て
い
る
。
そ
の
王
朝
内
に
お
け
る
役
割
は
井
伯
と
同
様
で
あ
り
、
や
は
り
王
朝
の
執
政
ク
ラ
ス
の
地
位
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
一
九
八
四
年
に
長
安
張
家
計
の
墓
毒
中
よ
り
「
井
叔
警
官
作
誓
文
払
至
公
大
鐘
、
…
…
（
井
叔
叔
采
　
朕
が
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

祖
穆
公
の
大
鐘
を
作
る
）
」
と
銘
す
る
鐘
二
器
が
出
土
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
穆
公
の
名
は
、
サ
拮
鼎
（
五
爵
九
七
）
・
裁
盤
（
大
系
録
一
四
三
）

・
美
方
葬
（
陳
西
⇔
一
九
六
～
一
九
七
）
・
穆
蟹
沢
（
考
古
与
文
物
八
一
・
四
）
に
み
え
、
ま
た
表
二
X
禺
鼎
（
養
蚕
九
九
）
に
も
禺
の
皇
祖
と
し
て
そ

の
名
が
み
え
る
。
す
べ
て
を
同
一
人
物
と
看
敏
し
う
る
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
井
叔
叔
号
鐘
の
穆
公
を
こ
れ
ら
と
結
び
つ
け
う
る
と
す
れ
ば
、

黒
氏
の
関
係
器
は
更
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
報
告
に
よ
る
と
、
井
手
叔
采
鐘
の
ほ
か
に
も
管
下
の
関
係
器
が
数
点
発
見
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
発
表
が
待
た
れ
る
が
、
現
在
の
時
点
で
は
西
周
中
期
か
ら
後
期
に
断
層
し
う
る
器
群
で
あ
り
、
井
伯
の
園
池
と
並
存
す
る

も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
井
伯
と
井
叔
の
関
係
器
を
概
観
し
、
そ
れ
ぞ
れ
王
朝
の
執
政
ク
ラ
ス
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
両
者
の
関
係
、
例
え

ば
時
代
の
前
後
関
係
・
職
掌
の
相
違
な
ど
は
こ
れ
以
上
詳
細
に
知
り
得
な
い
が
、
地
名
を
冠
さ
な
い
井
の
本
族
と
し
て
ほ
ぼ
同
様
の
役
割
を
王
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朝
内
で
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
諒
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
『
尚
書
』
酒
肉
や
令
葬
（
三
代
六
・
五
六
）
に
よ
る
と
、
西
周
王
朝
の
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

配
領
域
は
外
服
（
四
方
）
の
地
と
内
服
（
三
事
）
の
地
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
外
服
の
地
に
は
諸
侯
が
謄
躍
の
「
蕃
屏
」
と
し
て
「
封
建
」

さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
内
服
の
地
は
王
畿
と
し
て
業
事
寮
な
ど
の
新
嘗
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
諸
官
は
土
地
を
賜
与
或
い
は
安
堵
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
た
領
主
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
こ
の
よ
う
な
領
主
を
黒
雲
の
諸
侯
と
区
別
す
る
た
め
に
内
服
諸
侯
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
今
み
て
き
た
よ
う
に
王
朝
の
執
政
ク
ラ
ス
の
地
位
に
あ
っ
て
嗣
馬
な
ど
の
官
に
就
い
て
い
た
井
の
一
族
は
こ
の
内
服
諸

侯
と
看
倣
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
所
領
、
す
な
わ
ち
本
貫
の
地
は
表
二
X
雲
母
盤
（
三
代
一
七
・
二
〇
）
に
み
え
る
井
邑
、
現
在
の
陳
書
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

宝
鶏
附
近
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
本
影
か
ら
貧
・
威
・
豊
の
地
に
そ
れ
ぞ
れ
汐
井
叔
・
威
急
撃
・
豊
井
叔
が
分
思
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通

り
で
あ
る
。

　
金
文
史
料
に
は
右
の
井
氏
の
ほ
か
に
井
侯
と
称
す
る
外
服
の
諸
侯
の
称
謂
が
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
み

　
麦
尊
　
　
王
誤
信
井
侯
、
出
祈
、
侯
常
置
、
寧
若
二
月
、
憶
見
干
宗
周
、
亡
逃
、
（
王
　
辟
頑
愚
に
命
じ
て
、
祈
を
出
で
て
、
井
に
侯
た
ら
し
む
。
こ
こ
に
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
が

　
　
月
、
侯
　
宗
周
に
見
す
る
に
、
遽
亡
し
）
　
大
系
録
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す

　
焚
笙
　
　
王
令
隻
果
内
史
日
、
蒙
井
侯
服
、
（
王
　
焚
と
内
曇
と
に
命
じ
て
曰
く
、
井
侯
の
服
を
蒙
け
よ
、
と
）
　
三
代
六
・
五
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
臣
諌
盛
　
　
佳
戎
大
出
熱
量
、
井
侯
最
下
、
勇
退
臣
諌
、
以
□
□
亜
旅
、
処
士
転
、
（
滞
れ
戎
大
い
に
紙
に
出
づ
。
落
様
　
戎
を
厚
ち
、
命
を
臣
諌
に
宿
だ
し
、

　
　
　
　
　
　
ひ
き

　
　
□
m
亜
旅
を
以
い
て
、
転
に
処
ら
し
む
）
　
考
古
七
九
・
一

な
ど
に
み
え
る
井
侯
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
井
侯
は
『
左
伝
』
逆
比
二
四
年
に
「
凡
・
蒋
・
邪
・
茅
・
詐
・
祭
は
周
公
の
胤
な
り
」
と
あ
る
邪

侯
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
封
地
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
地
理
志
下
護
国
嚢
国
県
条
「
故
馬
形
」
や
『
左
伝
』
隠
公
五
年
杜
注
「
落
書
は

広
平
裏
国
詰
に
在
り
」
の
よ
う
に
現
在
の
河
北
省
邪
台
市
と
す
る
説
と
、
『
説
文
墨
字
』
邑
部
邪
悪
「
周
公
の
子
の
封
ず
る
所
、
地
は
河
内
懐

に
近
し
」
の
如
く
河
南
省
温
県
附
近
と
す
る
説
に
別
れ
て
い
る
。
こ
の
両
説
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
問
題
の
残
る
所
で
あ
る
が
、
新
出
の

臣
諌
箆
が
河
北
省
元
霊
夢
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
井
侯
の
封
地
は
少
な
く
と
も
邪
台
市
附
近
に
存
在
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
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西周期鄭（愛）の考察（松井）

　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
外
転
諸
侯
の
井
侯
と
内
服
諸
侯
の
言
容
を
同
一
氏
族
と
面
罵
し
う
る
な
ら
ぼ
、
舞
井
叔
・
威
難
聴
・
豊
井
叔
と
い
う
井
氏

の
分
族
は
、
内
服
諸
侯
の
み
な
ら
ず
、
外
服
諸
侯
と
も
血
縁
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
、
貧
井
叔
に
つ
い
て
そ
の
井
民
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
行
な
っ
て
き
た
。
貧
乏
叔
の
も
っ
こ
の
血
縁
的
な
ひ
ろ
が
り
は
他
の
璽
號
仲
な

ど
に
つ
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
章
を
改
め
て
考
え
て
い
き
た
い
。

①
　
樋
口
隆
康
「
西
紀
鋼
器
の
研
究
」
（
『
京
都
大
学
文
学
部
紀
要
』
七
、
一
九
六
三

　
年
。
又
『
展
望
ア
ジ
ア
の
考
古
学
』
　
一
九
八
三
年
）
。

②
　
拙
稿
「
井
人
人
安
鐘
」
（
『
泉
屋
博
古
館
紀
要
』
第
一
巻
　
一
九
八
四
年
）
。

③
　
表
二
分
類
皿
C
に
録
入
し
た
犀
頗
は
、
『
扶
風
斉
家
村
青
銅
器
群
』
（
一
九
六
三

　
年
）
に
二
三
弦
紋
麟
「
無
記
□
子
子
孫
孫
□
□
□
□
早
書
」
と
し
て
著
録
さ
れ
た

　
が
、
『
陳
西
出
土
商
紫
蘇
銅
器
』
⇔
（
一
九
八
○
年
）
に
一
六
七
犀
顧
「
犀
作
旅
腰

　
子
ヌ
孫
よ
永
宝
用
豊
井
」
と
し
て
再
録
さ
れ
た
。
本
表
の
分
類
は
こ
れ
に
従
う
。

④
　
　
「
駿
西
扶
風
発
現
西
周
属
王
獣
殴
」
（
『
文
物
』
一
九
七
九
年
第
四
期
）
。

⑤
　
薬
運
章
．
陳
長
安
「
豊
国
銅
器
及
相
関
問
題
」
（
『
考
古
与
文
物
』
一
九
八
三
年

　
第
六
期
）
に
「
自
漢
代
以
来
、
門
訴
大
都
認
為
、
西
周
初
年
豊
國
之
君
已
坐
酒
亡
国
。

　
我
椚
従
出
土
的
豊
邪
叔
盛
得
知
、
直
到
西
周
晩
期
豊
圏
醸
酒
統
依
然
存
在
。
」
と

　
い
う
が
、
豊
井
叔
の
称
謂
と
諸
侯
の
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑥
『
大
系
』
八
四
康
鼎
。

⑦
「
断
代
」
因
八
七
免
殴
。

⑧
　
例
え
ば
、
甲
声
成
「
古
都
減
鄭
考
」
（
『
考
古
与
文
物
』
叢
刊
第
二
号
　
一
九
八

　
三
年
中
。

⑨
中
部
祉
会
科
学
院
考
古
研
究
所
澄
西
発
掘
隊
「
長
安
張
家
披
酉
周
井
叔
墓
発
掘

　
簡
報
」
（
『
考
古
』
｝
九
八
六
年
第
一
期
）
に
「
可
見
井
叔
・
奥
井
叔
・
豊
井
叔
自

　
有
区
別
。
如
二
食
熱
殺
別
、
麓
井
叔
・
豊
艶
叔
理
応
早
事
叔
之
後
。
」
と
い
う
。

　
ま
た
本
報
告
で
は
、
壷
飾
（
三
代
＝
二
二
八
）
の
銘
文
を
「
王
在
周
、
格
大
室
、

　
威
。
井
叔
入
右
趨
」
と
読
み
、
威
井
叔
の
称
謂
の
存
在
を
認
め
て
い
な
い
。
し
か

　
し
、
冊
命
金
文
に
こ
の
よ
う
な
句
法
は
な
く
、
成
井
叔
の
黒
幕
の
存
在
を
認
め
る

　
べ
き
で
あ
る
。

⑩
林
巳
奈
夫
「
股
周
時
代
の
図
象
記
号
」
（
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
第
三
十
九
冊

　
一
九
六
八
年
）
。

⑪
　
　
『
左
伝
』
嚢
公
十
四
年
の
日
嗣
に
は
「
霜
林
、
山
地
」
と
い
う
の
み
で
、
そ
の

　
地
墾
を
明
言
し
て
い
な
い
。
そ
の
地
望
に
関
し
て
は
諸
説
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
触

－
れ
な
い
。

⑫
　
卯
釜
（
三
代
九
・
三
七
）
に
、

　
　
　
佳
景
十
又
一
月
番
生
覇
丁
亥
、
焚
季
入
右
書
、
立
中
廷
、
曇
霞
呼
聯
合
白
、

　
　
　
（
謬
れ
王
の
十
又
一
月
既
生
節
丁
亥
、
焚
塞
入
り
て
卯
を
右
け
、
中
陣
に
立

　
　
　
つ
。
焚
伯
呼
び
て
卯
に
命
じ
て
田
く
）

　
と
、
焚
伯
の
臣
卯
に
対
す
る
質
点
儀
礼
の
濡
者
と
し
て
焚
季
の
名
が
み
え
る
。
井

　
氏
と
同
様
、
焚
氏
に
も
「
行
次
」
が
並
存
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
弾
叔
笙
（
文
物
六
〇
・
二
）
に
も
、
銘
文
中
の
人
間
関
係
が
必
ず
し
も
明
確

　
で
は
な
い
が
、
弾
伯
・
揖
叔
の
称
謂
が
み
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
氏
族
内
に
お

　
け
る
宗
法
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
形
成
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
井
の
本
署
に
関
す

　
る
限
り
、
そ
の
こ
と
は
想
定
し
う
る
と
し
て
も
、
明
確
に
そ
れ
を
示
す
史
料
は
存

　
在
せ
ず
、
現
状
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

⑬
伊
藤
道
治
「
参
有
嗣
考
」
（
『
中
国
古
代
王
朝
の
形
成
』
一
九
七
五
年
）
。

⑭
伊
藤
道
治
「
永
森
銘
考
」
（
『
神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
』
2
一
九
七
三
年
）
に

　
こ
の
問
題
へ
の
言
及
が
あ
る
。
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⑮
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
灘
西
発
掘
隊
「
長
安
張
家
陰
西
周
井
叔
墓
発
掘

　
簡
報
」
（
前
掲
）
。
本
報
告
は
、
M
一
五
七
を
非
叔
の
墓
葬
と
し
、
登
仲
犠
尊
が
伴

　
幽
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
夫
人
は
西
仲
氏
出
身
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
が
、

　
報
告
に
よ
る
限
り
そ
の
推
定
は
根
拠
不
足
で
あ
る
と
思
う
。

⑯
伊
藤
道
治
「
参
有
嗣
考
」
（
前
掲
）
。

⑰
伊
藤
道
治
「
姫
姓
諸
侯
封
建
の
歴
史
地
理
的
意
義
」
（
『
中
国
古
代
王
朝
の
形

　
成
』
）
二
五
〇
頁
。
ま
た
『
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
入
門
駈
1
（
同
朋
舎
　
　
一
九
八
三

　
年
）
五
四
頁
に
も
同
様
の
言
及
が
あ
る
。

⑯
　
劉
節
「
古
那
国
考
」
（
『
禺
貢
騒
四
－
九
　
　
一
九
三
六
年
）
。
表
二
磁
A
漁
伯
諸

　
器
が
宝
鶏
茄
家
荘
か
ら
出
土
し
た
こ
と
も
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑲
季
転
勤
・
唐
鞍
囲
「
元
氏
銅
器
与
西
周
的
潮
面
」
（
（
考
古
隔
一
九
七
九
年
第
一

　
期
）
。

⑳
　
両
者
の
井
字
に
字
形
上
の
粗
薦
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
陳
夢
家
「
断
代
」
因

　
免
段
条
及
び
樋
口
隆
康
「
西
周
銅
器
の
研
究
」
井
無
考
（
前
掲
）
に
既
に
指
摘
が

　
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
相
違
は
必
ら
ず
し
も
厳
密
な
も
の
で
は
な
く
、
或
い
は
同

　
字
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
両
者
を
同
一

　
氏
族
と
麿
濡
し
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
説
が
分
か
れ
、
樋
口
氏
は
こ
れ
を
保
留

　
さ
れ
る
が
、
伊
藤
道
治
「
姫
姓
諸
侯
封
建
の
歴
史
地
理
的
意
義
」
（
前
掲
）
は
同
一

　
氏
族
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
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三
　
駿
関
係
金
文
・
登
関
係
金
文

　
第
二
章
と
同
様
、
號
関
係
器
の
一
覧
を
表
三
と
し
て
示
す
。
號
関
係
器
に
つ
い
て
は
、
『
通
釈
』
に
収
集
が
試
み
ら
れ
、
ま
た
樋
口
隆
康
琉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
「
號
国
銅
器
考
」
の
専
論
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
の
史
料
の
増
加
も
あ
り
、
改
め
て
こ
こ
に
収
集
し
た
。
な
お
、
貧
無
罪
関
係
器
は
既
に
表

一
に
示
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
て
あ
る
。

　
表
三
よ
り
、
V
城
號
仲
が
今
闇
題
と
し
て
い
る
震
號
仲
と
同
様
の
称
謂
で
あ
り
、
他
の
皿
営
倉
・
W
號
仲
・
W
愚
意
・
W
號
季
の
そ
れ
と
異

な
る
こ
と
は
容
易
に
み
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
號
氏
も
第
二
章
の
井
氏
と
同
様
の
称
謂
法
の
ち
が
い
を
も
つ
わ
け
で
、
従
っ
て
城
號
仲
・
貧
書

誌
は
城
・
貧
の
地
名
を
冠
し
て
他
と
区
別
さ
れ
た
り
o
o
巴
旨
①
α
い
貯
①
ρ
α
q
①
、
號
伯
・
號
仲
・
號
叔
・
號
季
は
地
名
を
冠
し
て
区
別
さ
れ
る
必
要

の
な
い
號
の
本
族
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
V
城
號
仲
の
城
は
、
一
般
に
班
釜
（
文
物
七
二
．
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
王
令
毛
伯
、
更
號
城
公
服
、
（
王
　
毛
伯
に
命
じ
、
號
城
公
の
服
を
更
が
し
む
）

に
み
え
る
號
城
公
の
城
、
更
に
、
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表三　號関係金文

分 類

1
韮
皿

A
B
　
A

V
　
M
W

公
伯
仲

城號
號
竸

城　號　仲

城二巴型
押　銑　仲
駿　　　　叔

　B　號　叔　旅

　C　號叔大父
田A　號季寛公幽叔

　B　竸季子白
　B’號宣公子白

　C　號季氏子段

　C’號文公子段
　D　就季氏子組

拙
生
子
孫
姜
妃

子
　
　
氏

季
號
大
金

號
史
號
號
號
竸

評
x
謡
服

姑
嬉
鍬
姫

　
董
　
孟

細
論
細
論

恥
B
v
w

X
　
　

X
X

器 名
　（出＝ヒ地）

爵＊（扶風横水）

班籔＊

甕＊〔陳右〕

爾＊（岐山京当）

隅＊・残敦

公臣篁＊（岐山董家村）

何箆＊

鑑＊〔宝鶏東郷〕

籔＊〔関中〕・盤・孟・爾＊

爾＊・藍・尊

葬＊〔京兆〕

三年纐壼＊（扶風法門）

鐘＊〔長安〕

顧客杁鼎＊

鼎＊

師突角＊（扶風強家村）

盤＊〔宝鶏〕

鼎

扇＊（上村嶺）

鼎＊・鰍

爾＊〔河南新郷〕

嬢＊

董＊

盤〔鳳翔〕

爾寧・薗

頬鼎＊・頒笹ボ順壷＊

父＊（上村嶺）

盤＊・籔・鼎

周胎爾　（分類Iv）

麻指妊鼎＊・当

意＊

趨叔吉父釜＊

盤＊（上村嶺）

斉侯距＊

臨＊（上村嶺）盤s、（上村嶺）

断 代

大系1通釈1　林 そ　の　他

成　王

属　玉

腐　…E

属　叩

石　王

　
　
　
　

玉
　
王
王
　
国
国

夷
　
宣
宣
　
列
列

　
　
（
　
（

共　王

属　宣

列　国

穆i
夷末腐初

王
王

夷
夷

王
王
王
　
腐
玉

熱
属
属
　
夷
宣

東遷前後

孝　王

西周後期

西周末

西周HA

西瓜皿A

西周皿A

西周MA
西周皿

西周皿B

西周璽

エ
　
　

　
　
　

　
　
　

　

幅
広
秋
秋

春
春
日
春

B歴周西

B皿周西

春秋1

西油皿

西周皿B

春秋1

（王）西周早

（王）　属王

（文76・5）属王

（断代）西周中期

（文75・8）憎憎

（通考）西周後期

（考通58・8）夷ヨ三

（通考）西周後期

（通考）西周後期

（通考）西周後期

（上海）春秋初葉

（凡例）　（1）分類wn・C・C’の『大系』の断代は，郭沫若「三門峡銅器二三蓼」（r文物』59・1）によ

　　　　って訂正した。
　　　②　断代欄の王は王光永「介紹新出土山両件竸器」（r古文字研究』7），考通はr考古通訊』。

　　　　上海は本稿末の略称一覧参照。
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な
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
も

　
　
趙
令
日
、
以
華
族
、
従
父
征
、
借
城
、
衛
父
身
、
（
趙
命
じ
て
曰
く
、
乃
の
族
を
以
い
て
、
父
の
征
に
従
い
、
城
を
宿
で
て
、
父
の
身
を
留
れ
）

の
城
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
班
笙
の
内
容
が
東
国
の
征
討
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
文
献
史
料
に
み
え
る
號
と
の
関
係
か
ら
、
こ
の

城
の
地
は
『
左
伝
』
隠
公
元
年
に
「
制
は
意
匠
な
り
、
號
叔
こ
こ
に
死
せ
り
」
と
あ
る
制
、
現
在
の
河
南
省
南
陽
附
近
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い

②る
。
し
か
し
『
恒
等
所
見
所
蔵
吉
金
録
』
三
七
に
残
さ
れ
た
城
濠
仲
篤
の
図
を
み
る
と
、
附
耳
で
売
足
に
三
小
足
が
つ
き
、
頸
部
に
弦
巻
が
め

ぐ
る
ほ
か
は
無
紋
の
器
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
図
形
は
紋
様
が
異
な
る
が
伯
康
笙
（
黙
考
図
南
＝
一
）
・
瀧
笙
（
通
考
図
三
一
三
）
に
近
い
も
の
で
、

西
周
後
期
に
断
代
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
西
周
中
期
初
に
面
罵
さ
れ
る
班
盤
と
は
百
年
近
い
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、

宮
詣
の
城
を
た
だ
ち
に
城
號
仲
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
若
干
の
躇
躊
を
感
じ
る
。
ま
た
、
こ
の
器
が
宝
鶏
東
郷
の
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
の
も

　
　
　
　
　
　
　
③

気
に
な
る
所
で
あ
る
。
豊
井
叔
・
威
井
叔
の
例
を
も
っ
て
い
え
ば
、
諾
威
附
近
の
地
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
確
た
る
証
拠
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
序
言
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
痴
夢
家
は
西
区
中
期
に
二
鄭
あ
り
と
し
、
西
方
の
鄭
（
二
野
・
「
王
在
貧
」
の
麓
）
に
対
し
て
東
方
の

鄭
の
存
在
を
考
え
、
三
面
仲
の
麓
を
こ
れ
に
あ
て
た
。
更
に
民
は
、
今
み
て
き
た
城
雷
干
・
號
城
公
の
城
を
こ
れ
と
同
一
視
し
て
い
る
が
、
こ

の
貧
號
仲
イ
コ
ー
ル
城
號
仲
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
第
二
章
で
紹
介
・
批
判
し
た
貧
井
叔
イ
コ
ー
ル
威
井
叔
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ

る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
陳
氏
が
利
用
し
え
た
璽
號
仲
・
城
號
仲
・
貧
井
叔
・
威
井
叔
の
四
つ
の
称
量
の
う
ち
、
壷
井
と
威
井
を
鄭
桓
公

始
封
説
話
に
結
び
つ
け
て
同
一
視
し
た
結
果
、
残
る
貧
號
・
三
面
を
同
様
に
同
一
視
す
る
必
要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
愛
井
と
監
置

の
同
一
視
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
成
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
璽
號
と
城
號
を
同
一
視
す
る
必
要
も
な
い
。
ま
た
、
貧
字
の
冠
さ
れ

た
称
謂
は
麓
井
・
震
號
の
み
で
は
な
く
、
表
一
分
類
H
に
示
し
た
よ
う
に
他
に
春
立
伯
・
愛
登
叔
・
璽
義
伯
な
ど
が
存
在
し
て
お
り
、
す
べ
て

の
璽
を
別
面
と
す
る
説
が
成
立
す
る
は
ず
は
な
く
、
ま
た
陳
氏
の
二
鄭
に
そ
れ
ぞ
れ
配
分
す
る
根
拠
も
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
ら
の
称
謂
に
み
え

る
貧
は
す
べ
て
同
一
地
と
看
起
す
べ
き
で
あ
り
、
逆
に
璽
號
仲
と
城
號
仲
は
、
城
の
地
望
は
お
く
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
地
名
を
冠
し
て
他
と

区
別
さ
れ
た
號
の
分
族
の
称
謂
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
い
で
號
の
本
島
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
と
思
う
。
表
三
－
號
城
公
の
班
笙
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
の
銘
文
か
ら
號
城
公
が
西
周
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王
朝
の
東
方
経
営
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
皿
號
伯
は
早
旦
の
自
作
器
を
残
す
の
み
だ
が
、
W
號
仲
は
墨
黒
（
大

系
録
一
〇
六
）
に
冊
命
儀
礼
の
右
者
と
し
て
登
場
し
、
公
無
二
（
広
西
e
一
九
二
～
一
九
五
）
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

　
　
號
仲
令
公
臣
、
嗣
朕
百
工
、
（
號
仲
　
公
臣
に
命
じ
、
朕
が
百
工
を
嗣
め
し
む
）

と
、
属
僚
公
臣
に
そ
の
百
工
の
管
理
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
號
仲
盤
（
三
代
目
〇
．
三
七
）
に
は
、

　
　
號
仲
以
王
南
征
、
三
旬
潅
夷
、
職
掌
周
、
作
働
盆
、
（
號
仲
　
王
と
南
征
し
、
爾
計
画
を
伐
つ
。
成
周
に
在
り
、
正
門
を
作
る
）

と
、
准
夷
の
征
討
に
あ
た
っ
た
こ
と
を
い
う
。
先
の
班
犠
と
と
も
に
馬
鞭
が
成
周
方
面
の
軍
事
行
動
に
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
W
號
叔
は
、
三
年
痴
壷
（
曲
部
ω
一
三
）
で
は
負
に
お
け
る
饗
醗
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
蘭
質
夙
鼎
（
三
代
四
．
三
五
）
で
は

號
旅
（
號
叔
旅
）
が
訴
訟
を
処
理
し
て
い
る
。
第
二
章
の
井
伯
・
井
叔
と
同
じ
役
割
を
號
叔
が
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
最
後
に
W
號
季
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

つ
い
て
は
、
B
子
鼠
（
號
宣
公
）
・
C
子
段
（
號
文
公
）
・
D
子
組
の
名
が
知
ら
れ
、
そ
の
内
B
號
季
子
白
盤
（
三
代
一
七
・
一
九
）
に
は
、

　
　
不
顕
子
白
、
界
専
意
戎
工
、
経
説
四
方
、
傅
伐
厳
親
、
子
芝
之
陽
、
折
首
五
百
、
執
念
五
十
、
是
以
先
行
、
題
≧
建
白
、
献
畢
生
王
、
（
王
柔
な
る
子
白
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
い
て

　
　
戎
工
に
壮
武
に
し
て
、
四
方
を
経
営
す
。
馬
齢
を
占
奪
す
る
に
、
洛
の
陽
に
干
す
。
折
首
五
百
・
審
訊
五
十
、
是
を
以
て
先
行
す
。
静
々
た
る
子
白
、
醸

　
　
を
王
に
献
ず
）

と
受
払
征
伐
に
お
け
る
戦
果
を
い
う
。
「
　
顕
」
と
い
う
語
は
、
金
文
で
は
主
に
周
王
・
祖
考
に
冠
さ
れ
、
こ
の
器
の
よ
う
に
自
ら
冠
し
て
い

　
　
　
　
　
　
⑤

う
例
は
稀
で
あ
る
。
西
周
後
期
に
お
け
る
號
季
氏
の
勢
力
の
大
き
さ
が
窺
え
る
器
で
あ
る
。
ま
た
噸
A
師
僧
鐘
（
陳
西
⇔
一
〇
七
）
は
、
難
風
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

家
村
出
原
遺
閣
内
の
審
蔵
よ
り
師
凱
鼎
（
陳
西
⇔
一
〇
五
）
・
即
篠
（
陳
西
㊨
一
〇
六
）
な
ど
と
と
も
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
師
輿
鐘
の
豊
作

聖
者
「
烈
祖
導
車
箋
公
験
叔
扁
が
即
鰹
の
被
五
器
者
「
文
書
幽
叔
」
と
同
一
人
物
で
あ
り
、
即
と
師
輿
は
親
子
或
い
は
父
墨
黒
輩
の
関
係
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

り
、
従
っ
て
即
の
父
（
輩
）
に
あ
た
る
號
季
箋
公
か
ら
三
代
に
わ
た
っ
て
號
季
氏
の
系
譜
を
た
ど
れ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
更
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

號
季
窺
公
を
西
周
中
期
初
の
師
翻
と
同
一
人
物
と
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
號
季
氏
は
西
周
中
期
初
に
ま
で
遡
り

う
る
一
家
で
あ
り
、
中
・
後
期
を
通
じ
て
存
続
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
號
本
族
の
う
ち
、
春
秋
號
の
上
村
嶺
號
国
墓
か
ら
は
號
季
の
器
の

17　（483）



み
が
禺
土
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
以
上
、
號
の
本
塁
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
第
二
章
の
逸
民
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
に
し
て
も
、
號
氏
が
難
題
王
朝
で
重
要
な
地
位
に
あ
っ

た
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
も
の
と
思
う
。
西
周
期
の
號
氏
に
関
し
て
は
金
文
史
料
の
ほ
か
に
多
く
の
文
献
史
料
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

更
に
右
の
知
見
を
確
認
・
補
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
文
献
史
料
に
よ
る
と
、
西
周
期
の
號
氏
は
王
朝
の
獅
士
或
い
は
軍
の
統
率
者
と
し
て
登
場
す
る
。
『
左
伝
』
僖
公
五
年
に
、

　
　
號
仲
・
號
叔
は
王
季
の
穆
な
り
。
文
王
の
卿
士
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
あ
る
の
が
最
も
古
い
時
代
に
関
す
る
史
料
で
、
次
い
で
聖
王
期
に
は
『
後
漢
書
』
西
施
伝
（
『
紀
年
』
の
文
）
に
、

　
　
夷
王
衰
弱
し
て
荒
服
朝
せ
ず
。
乃
ち
號
公
に
命
じ
て
六
師
を
率
い
て
太
原
の
戎
を
伐
た
し
む
。
命
泉
に
至
り
、
馬
千
匹
を
獲
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
、
太
原
の
戎
の
征
討
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
属
官
期
に
は
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
に
、

　
　
属
王
無
道
、
潅
夷
入
竃
す
。
王
　
號
仲
に
命
じ
て
之
を
征
た
し
む
。
克
た
ず
。

と
潅
夷
の
征
討
を
い
う
ほ
か
、
『
呂
氏
春
秋
』
仲
春
紀
当
染
に
、

　
　
周
属
王
　
號
公
長
父
・
栄
夷
終
に
染
ま
る
。

　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
あ
り
、
尊
王
期
に
は
『
国
語
』
周
語
上
に
、
籍
田
儀
礼
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
宜
王
を
諌
め
る
賢
臣
と
し
て
號
諸
公
の
名
が
み
え
る
。
最
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
幽
正
期
に
は
、
『
密
語
』
鄭
語
及
び
晋
語
一
に
「
誕
諮
巧
従
の
人
」
と
し
て
號
石
父
（
甫
）
の
名
が
み
え
、
さ
ら
に
『
呂
氏
春
秋
』
当
染
に
、

　
　
幽
王
　
號
公
鼓
・
祭
公
郭
に
染
ま
る
。

　
　
⑭

と
あ
る
。
ま
た
『
左
伝
』
昭
公
二
六
年
正
義
に
引
く
『
紀
年
』
に
は
、
東
遷
期
に
空
際
が
並
立
し
た
と
し
、
二
王
に
対
立
す
る
逆
寄
の
擁
立
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
し
て
號
黒
蓋
の
名
が
み
え
て
い
る
。
以
上
の
文
献
す
べ
て
が
、
史
実
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
金
文
史
料
か
ら
得
ら
れ
た
號
氏

に
関
す
る
知
見
と
基
本
的
に
矛
盾
す
る
も
の
は
な
い
。
號
氏
が
西
周
王
朝
に
お
い
て
執
政
ク
ラ
ス
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
金
文
・
文
献
史
料

に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
も
の
と
思
う
。
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周期鄭（貧）の考察（松井）

　
と
こ
ろ
で
、
號
に
は
東
・
西
・
南
・
北
・
小
の
五
號
の
存
在
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
號
に
関
す
る
諸
説
に
つ
い
て
は
、
樋
口
隆
康

⑯
　
　
　
　
　
　
　
⑰

民
・
上
原
淳
道
氏
に
紹
介
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
一
々
言
及
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
落
命
は
『
上
村
嶺
號
国
墓
地
』
の
報
告
書
に
従
い
、
漿
陽
の
號

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

・
陳
一
平
陸
の
號
・
宝
鶏
の
號
の
三
つ
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
、
こ
の
「
三
々
」
と
金
文
史
料
に
み
え
る
號
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

係
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
號
の
神
里
は
先
に
み
た
よ
う
に
王
朝
の
執
政
ク
ラ
ス
の
地
位
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
内
服
諸
侯
と
し
て
の
彼
ら
の
所
領
・
本
貫
の
地
は
宝
鶏

の
號
と
さ
れ
る
所
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
群
々
で
示
し
た
よ
う
に
、
號
の
本
丁
の
関
係
器
で
出
土
地
の
知
ら
れ
る
も
の
は
、
W
C
號
季
氏
子

段
爾
が
上
村
嶺
か
ら
出
土
し
、
W
D
號
季
氏
子
組
扇
（
巌
窟
上
一
四
）
が
河
爾
新
郷
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
ほ
か
は
す
べ
て
躍
層
か
ら
出
土
し
て
い

る
こ
と
、
號
関
係
器
で
最
も
早
い
1
號
爵
（
考
古
与
文
物
八
四
・
一
）
が
扶
風
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
そ
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

陳
－
平
陸
の
號
は
、
春
秋
期
に
周
王
の
卿
士
と
し
て
登
場
し
、
『
左
伝
』
僖
公
二
（
前
六
五
八
）
年
に
古
型
（
平
陸
）
、
同
僖
公
五
（
前
六
五
五
）
年
に

上
陽
（
陳
）
の
滅
亡
が
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
、
上
村
嶺
の
墓
葬
は
こ
れ
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
墓
葬
を
西
周
期
に
遡
ら
せ
る
か
春
秋
期
の
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
か
説
が
分
か
れ
る
が
、
『
国
語
』
郵
語
に
郵
桓
公
東
遷
に
関
し
て
、

　
　
史
伯
対
え
て
闘
く
、
…
…
成
周
に
当
る
者
は
、
…
…
西
に
虞
・
號
・
晋
・
院
・
震
・
楊
・
魏
・
茜
有
り
。

と
あ
り
、
こ
の
史
料
を
僑
為
す
る
限
り
、
少
な
く
と
も
東
遷
前
に
こ
の
號
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
上
村
嶺
出
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
銅
器
は
時
代
的
に
ま
と
ま
り
の
よ
い
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
下
限
を
前
六
五
五
年
の
滅
亡
に
求
め
る
な
ら
ば
、
上
限
は
西
周
期
を
あ
ま
り
遡
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

な
い
と
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
臆
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
號
季
の
器
の
み
が
上
村
嶺
か
ら
出
土
す
る
こ
と
を
評
価
す
れ
ぼ
、
西

周
無
期
に
宝
鶏
の
號
本
族
の
う
ち
號
季
氏
が
坐
禅
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
榮
陽
の
號
で
あ
る
が
、
陳
夢
家
が
城
號
仲
と
貧
號
仲
を
岡

一
視
し
て
そ
れ
を
こ
の
地
に
あ
て
た
説
に
つ
い
て
は
先
に
批
判
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
地
を
城
號
仲
の
城
と
看
倣
し
う
る
か
否
か
は
お
く
と

し
て
も
、
裂
離
や
腿
節
釜
か
ら
成
周
方
面
と
見
本
族
と
の
か
か
わ
り
は
充
分
に
窺
え
る
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
形
で
こ
の
地
が
號
氏
に
領
有
さ

れ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
『
左
伝
』
隠
公
元
年
に
、
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表四登関係金文
代置

他のそ

（考文83・rL）西周中晩

（考82・1）西周晩期

（文　82・9）春秋早期

（江漢83・1）春秋早期

（考　　62・1）西ノ胡r甕拶切

（考　82・1）西周晩期

（考　82・1）西周中晩期

林

西周IB

（出土地）1大系1通釈
石菖襲

tlぽ娯分

春秋1

成康昭 王

列　国

列国
列國

孟爵＊

犠尊培、（長安張家披）

籔＊（河南平頂山）

籔＊

笹＊　（i射1＃ヒ選奨一季持）

鼎＊（湖北嚢陽）

鼎＊〔武功〕

漁、〔三三〕

復公子鑑，

伯
伯
仲
叔
公

　
登
　
　
登

登
貧
登
食
登

　
　
　
　
A

I
H
田
W
　
V 包

里
更
生
鍵

公
公
伯
　
　
煮

登
登
登
登
登

B
　
C

　
　
M
W
唖（凡例）　断代欄の江漢は『江漢考古』。

　
　
制
は
巌
邑
な
り
、
號
叔
こ
こ
に
死
せ
り
。

と
あ
り
、
『
国
語
』
郷
語
に
、

　
　
そ
れ
済
・
洛
・
河
・
穎
の
問
か
。
こ
れ
其
の
子
男
の
国
、
號
・
郁
を
大
な
り
と
な
す
。
號
山
勢

　
　
を
待
み
、
郁
仲
険
を
博
み
、
こ
れ
皆
な
驕
修
怠
漫
の
心
あ
り
、
加
う
る
に
寅
冒
を
以
て
す
。

と
あ
る
號
叔
に
つ
い
て
は
、
金
文
史
料
に
対
応
す
る
も
の
が
な
く
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
が
、
或
い
は
東
遷
に
先
だ
っ
て
銃
本
族
の
う
ち
號
叔
が
こ
の
地
に
拠
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。　

以
上
の
コ
ニ
號
」
に
つ
い
て
の
私
見
は
臆
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

本
章
の
目
的
と
す
る
璽
號
仲
・
城
丁
丁
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
み
た
井
氏
と
同
様
、
西

周
王
朝
の
執
政
ク
ラ
ス
の
地
位
に
あ
る
本
四
か
ら
麓
・
城
の
地
に
分
族
し
た
も
の
で
あ
り
、

城
の
地
望
を
お
く
と
し
て
も
、
陳
氏
の
よ
う
に
貧
と
城
と
を
同
一
地
と
す
る
必
然
性
が
な

い
こ
と
は
理
解
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。

　
次
い
で
貧
登
伯
・
貧
登
叔
に
つ
い
て
み
て
い
ぎ
だ
い
。
例
に
よ
っ
て
登
関
係
器
を
表
四

と
し
て
示
す
が
、
貧
登
伯
・
麓
登
叔
関
係
器
は
省
略
し
て
あ
る
。

　
上
に
表
示
し
た
登
関
係
器
の
登
字
に
は
、
昇
と
肇
の
二
種
の
字
体
が
存
在
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

昇
字
の
も
の
は
1
登
臨
・
盟
登
仲
・
V
A
肥
壷
の
う
ち
河
南
省
平
頂
山
市
出
土
の
盤
・
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

B
登
竜
牧
・
M
登
伯
氏
・
W
登
孟
、
糞
字
の
も
の
は
1
貧
登
伯
・
W
貧
登
叔
・
V
A
登
公

の
う
ち
伝
世
の
釜
・
V
C
登
公
署
・
噸
登
削
回
と
い
う
内
訳
に
な
る
。
こ
の
字
体
の
相
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
よ
っ
て
募
と
翼
を
分
か
つ
考
え
も
あ
る
が
、
V
登
公
関
係
器
に
両
字
体
が
並
存
す
る
こ
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西周期郷（奥）の考察（松井）

と
か
ら
、
両
字
は
同
字
別
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
西
周
期
の
郡
（
登
）
国
に
つ
い
て
は
、
『
左
伝
』
昭
公
九
年
に
、

　
　
王
　
窟
桓
伯
を
し
て
晋
に
辞
せ
し
む
。
曰
く
、
…
…
武
王
商
に
克
つ
に
及
び
、
…
…
巴
・
濃
・
楚
・
都
は
吾
が
寒
土
な
り
。

と
周
の
「
南
土
」
の
国
と
し
て
そ
の
名
が
み
え
、
ま
た
『
国
語
』
鄭
語
に
は
監
護
公
の
東
遷
に
際
し
て
、

　
　
史
伯
対
え
て
曰
く
、
…
…
成
周
に
当
る
者
は
、
南
に
荊
・
蛮
・
申
・
呂
・
応
・
郡
・
陳
・
蒙
・
晴
・
唐
あ
り
。

と
成
周
の
南
方
の
国
と
し
て
登
場
す
る
。
春
秋
期
に
至
っ
て
も
、
『
春
秋
』
桓
公
証
（
前
堂
〇
五
）
年
、
『
左
伝
』
桓
寒
九
（
前
七
〇
三
）
年
に
そ
の

　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
㊧

名
が
見
え
、
荘
公
十
六
（
前
軍
七
八
）
年
に
楚
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
姓
は
曼
姓
、
夏
の
末
畜
と
も
股
の
末
畜
と
も
伝
え
ら
れ

　
　
霞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
国
で
、
現
在
の
湖
北
言
柄
奨
附
近
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
西
窓
前
期
の
電
畜
（
三
代
一
六
・
四
一
）
に
、

　
　
佳
王
初
人
爵
成
周
、
王
令
孟
寧
登
伯
、
賓
貝
、
（
誉
れ
王
初
め
て
成
周
に
推
す
。
王
　
孟
に
命
じ
て
登
伯
を
寧
せ
し
む
。
貝
を
賓
せ
ら
る
）

と
あ
る
の
は
、
そ
の
地
震
に
一
致
す
る
も
の
で
、
金
文
史
料
に
よ
っ
て
も
登
が
西
周
前
期
か
ら
、
こ
の
地
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
．
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
西
周
王
朝
の
「
蛮
土
」
に
存
在
し
た
諸
侯
郵
の
関
係
器
に
貧
登
伯
・
貧
薫
風
の
称
謂
が
見
出
せ
る
こ
と
は
、
麓

地
に
井
・
號
と
い
う
内
服
諸
侯
の
芝
居
以
外
に
外
乱
諸
侯
の
二
叉
も
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
先
に
貧
井
叔
と
心
服
諸
侯

井
侯
と
の
関
係
を
考
え
た
が
、
そ
の
こ
と
も
登
関
係
器
の
存
在
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
可
能
性
を
持
つ
と
看
冷
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
表
一
H
誰
某
伯
（
仲
・
叔
）
の
称
誉
に
つ
い
て
、
麓
井
叔
関
係
器
を
第
二
章
で
、
貧
號
仲
及
び
貧
登
伯
・
野
禽
叔
関
係
器
を
第
三
章
で
み
て

き
た
。
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
は
、
臨
地
に
は
王
朝
の
執
政
ク
ラ
ス
の
内
服
諸
侯
（
井
・
號
）
の
分
力
及
び
外
事
諸
侯
（
登
）
の
分
族
が
存
在

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
表
一
H
に
分
類
し
た
他
の
称
謂
に
つ
い
て
は
、
貧
福
伯
の
関
係
器
と
し
て
義
伯
笙
（
三
代
七
・
一
六
）
・
義
仲
鼎
（
三

代
三
．
一
八
）
が
知
ら
れ
る
の
み
で
、
分
析
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
や
は
り
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
も
の
と
思
う
。

　
そ
れ
で
は
、
何
故
に
璽
地
に
内
・
外
服
諸
侯
の
分
族
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
章
を
改
め
、
貧
地
の
構
造
を
考
え
て
い
き
た
い
。
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①
　
脚
遡
口
隆
…
康
「
輔
號
国
銅
器
出
噌
」
（
『
東
方
翻
字
白
波
二
十
・
輯
　
　
一
九
六
〇
年
）
。

②
　
「
断
代
」
⇔
一
二
班
殴
及
び
㈹
八
七
免
殴
、
『
逓
釈
』
七
九
潅
設
附
班
股
、
黄
盛

　
璋
「
班
端
的
年
代
、
地
理
与
歴
史
問
題
」
（
『
考
古
与
文
物
』
一
九
八
一
年
半
一
期
）

　
な
ど
。
但
し
、
郭
洗
若
『
大
系
』
二
〇
班
殴
及
二
四
四
無
文
公
鼎
、
同
「
班
殴
的

　
再
発
現
」
（
『
文
物
』
一
九
七
二
年
第
九
期
）
は
、
降
嫁
を
巽
西
雍
の
西
面
と
看
倣

　
し
て
い
る
。

③
王
園
維
『
三
代
秦
漢
金
文
著
録
表
』
巻
三
・
六
。

④
號
文
公
子
段
鼎
（
扇
）
に
み
え
る
「
玉
文
公
子
段
」
の
名
に
つ
い
て
、
下
洗
若

　
は
最
初
「
號
文
公
の
子
の
段
」
と
読
ん
だ
が
（
『
大
系
』
一
一
四
四
）
、
後
に
「
三
門

　
峡
銅
器
二
三
事
」
（
『
文
物
』
一
九
五
九
年
第
一
期
）
で
「
號
文
公
す
な
わ
ち
子
段
」

　
と
読
み
改
め
た
。
ま
た
、
新
旧
両
説
と
も
、
こ
の
號
文
章
を
『
国
誘
』
母
語
上
宣

　
芋
茎
に
み
え
る
號
文
公
と
考
え
、
器
の
本
代
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

　
林
巳
奈
夫
「
中
園
古
代
の
祭
玉
・
瑞
　
玉
」
（
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
届
弟
四
十
冊
　
　
一

　
九
六
九
年
）
及
び
「
春
秋
戦
国
時
代
文
化
の
基
礎
的
編
年
」
（
『
中
国
股
周
時
代
の

　
武
器
』
一
九
七
二
年
附
論
⇔
）
は
、
そ
の
説
を
斥
け
て
い
る
。
一
体
、
西
砂
金

　
文
史
意
中
に
み
え
る
人
名
を
文
献
史
料
中
の
人
名
に
あ
て
る
こ
と
は
、
文
献
史
料

　
の
批
判
を
経
て
始
め
て
為
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
作
業
を
行
な
っ
て
い
な
い

　
本
稿
で
は
、
金
文
の
当
飲
公
を
文
献
の
そ
れ
と
同
一
視
し
え
る
か
否
か
と
い
う
問

　
題
に
つ
い
て
は
態
度
を
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
堅
雪
は
ま
た
、
表
三
分
類
W
號

　
仲
を
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
に
み
え
る
属
王
期
の
號
仲
に
、
分
類
糠
B
號
季
子
白
を

　
『
紀
年
』
に
み
え
る
夷
王
期
の
號
公
に
あ
て
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
同
様
の
理

　
由
で
保
留
す
る
。

⑤
　
『
通
釈
』
一
九
二
銑
季
子
白
盤
。

⑥
　
呉
鎮
燦
・
錐
忠
如
「
陳
西
省
扶
風
県
強
家
村
出
土
的
西
周
銅
器
」
（
『
文
物
』
一

　
九
七
五
年
第
八
期
）
。

⑦
　
同
注
⑥
、
及
び
『
通
釈
』
補
一
〇
師
叡
鼎
附
師
輿
鐘
・
即
殴
。
な
お
、
黄
盛
球

　
「
扶
風
強
家
村
新
出
西
周
鋼
器
群
与
相
関
史
実
之
研
究
」
（
『
西
周
史
研
究
』
一
九

　
八
閥
年
）
は
、
師
奥
鐘
の
「
窺
幽
幽
叔
」
を
寛
公
と
幽
叔
の
二
人
と
齎
倣
し
、
四

　
世
代
の
系
譜
を
考
え
て
い
る
。

⑧
　
木
村
秀
海
「
映
西
省
扶
風
雪
強
家
村
繊
土
の
西
嗣
青
銅
器
銘
文
新
釈
」
（
『
人
文

　
論
究
』
第
三
十
一
巻
第
四
号
　
一
九
八
二
年
中
。

⑨
『
国
語
』
艶
語
四
に
は
、

　
　
　
（
得
臣
）
対
日
、
…
…
臣
聞
、
…
…
文
王
在
母
不
憂
、
在
搏
強
飯
、
処
師
弗

　
　
　
煩
、
事
王
不
怒
、
孝
友
二
三
、
而
葱
慈
二
本
、
撫
子
大
似
、
比
於
諸
弟
。

　
と
あ
り
、
葦
仁
恕
に
「
二
竸
、
文
王
弟
號
仲
、
馬
飛
」
と
い
う
。
ま
た
、
『
書
』

　
齎
爽
に
も
文
王
の
臣
と
し
て
銑
叔
の
名
が
み
え
る
。

⑩
王
国
維
『
古
本
竹
書
紀
年
期
校
』
は
、
「
案
二
条
細
註
太
子
注
不
漏
出
紀
年
、
然

　
苑
史
四
高
伝
三
代
事
不
用
史
記
及
紀
年
修
之
、
此
条
不
見
史
記
、
当
繊
紀
年
也
。
」

　
と
い
い
、
こ
の
文
を
『
紀
年
』
の
文
と
す
る
が
、
方
詩
銘
・
王
修
齢
『
古
本
竹
書

　
紀
年
輯
証
』
（
一
九
八
一
年
）
に
い
う
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
を
確
定
す
る
こ
と
は
で

　
き
な
い
。

⑪
　
高
誘
注
に
「
銑
・
栄
、
二
警
士
也
。
」
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
號
議
長
父
を

　
『
筍
子
』
成
相
篇
は
敦
公
選
父
に
作
り
、
『
墨
子
』
染
駈
篇
は
鱗
公
職
父
に
作
る
。

　
ま
た
『
聖
子
』
寄
植
注
に
は
「
敦
公
長
父
皆
属
王
難
嬰
臣
、
未
詳
其
姓
名
。
墨
子

　
日
、
属
王
染
星
斗
公
長
父
・
栄
公
終
。
蠣
公
室
立
会
不
岡
、
未
知
敦
是
。
平
日
、

　
敦
里
長
父
、
即
詩
所
願
皇
父
也
。
軌
或
為
郭
。
」
と
、
蠣
公
・
郭
公
に
作
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
む

　
こ
と
も
あ
る
と
謂
う

⑫
　
　
『
魍
語
』
国
語
上
に
、

　
　
　
宣
王
即
位
、
不
籍
千
畝
。
號
文
公
諌
日
、
不
可
、
…
…
。
王
不
聴
。

　
と
あ
る
。

⑬
『
国
語
』
鄭
語
に
、

　
　
　
（
史
伯
）
対
臼
、
…
…
夫
竸
石
父
雛
諸
巧
従
之
人
也
、
而
立
以
為
卿
士
。

　
と
あ
り
、
同
罪
語
一
に
、

　
　
　
史
鋸
目
、
…
…
周
聖
王
伐
有
襲
、
偏
人
以
襲
南
南
焉
。
襲
姐
有
寵
、
生
伯
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西周期鄭（奥）の考察（松井）

　
　
　
服
。
於
是
乎
与
號
石
甫
比
、
逐
太
子
宜
臼
、
而
立
伯
服
。

　
と
あ
る
。

⑭
　
號
公
鼓
を
『
墨
子
』
所
染
篇
は
傅
階
上
に
作
る
。

⑮
『
左
伝
』
昭
公
二
六
年
正
義
に
、

　
　
　
汲
家
山
紀
年
云
、
平
王
奔
西
袋
、
而
立
伯
盤
以
為
大
子
、
与
幽
王
倶
死
干
戯
。

　
　
　
先
是
、
申
侯
・
魯
侯
及
許
文
公
立
平
王
於
申
、
以
本
大
子
、
故
称
天
王
。
幽

　
　
　
王
既
死
、
而
號
公
翰
又
立
王
子
余
臣
於
捲
。
周
二
王
並
立
。
二
十
一
年
、
捲

　
　
　
冷
点
晋
文
公
所
殺
、
以
本
非
適
、
故
称
摘
王
。

　
と
、
う
。

　
　
L

⑯
樋
口
隆
康
「
君
国
銅
器
考
」
（
前
掲
）
。

⑰
　
上
原
淳
道
「
號
の
歴
史
お
よ
び
鄭
と
東
醗
と
の
関
係
1
『
鄭
の
文
化
』
第
二
章

　
1
」
（
『
古
代
学
』
六
巻
二
号
　
一
九
五
七
年
）
。

⑱
『
上
村
嶺
號
国
墓
地
』
（
『
中
国
田
野
考
古
報
告
集
』
考
古
学
専
刊
丁
種
第
十

　
号
　
一
九
五
九
年
）
第
四
章
結
語
一
に
「
診
断
些
上
文
看
、
可
知
號
有
三
処
、
一

　
雀
河
南
漿
陽
一
帯
、
一
興
今
山
西
平
陸
和
河
南
映
県
一
帯
、
一
在
今
映
四
宝
鶏
一

　
帯
。
其
他
文
献
、
也
通
有
越
出
這
三
箇
地
区
。
没
有
解
決
駆
血
、
東
・
西
・
南
・

　
全
的
名
称
応
需
安
在
那
一
処
。
大
体
爾
来
、
題
画
～
帯
是
東
絵
、
諸
家
似
無
異

　
議
、
其
他
両
処
、
則
抵
搭
甚
多
。
按
堆
黒
文
献
、
只
単
称
號
、
井
上
東
．
西
等
名

　
称
。
…
…
這
此
二
是
後
人
為
便
干
区
別
而
加
上
的
。
」
と
い
う
。

⑲
『
通
釈
』
二
〇
〇
號
文
公
子
段
鼎
に
、
諸
號
に
対
す
る
氏
の
見
解
が
ま
と
め
ら

　
れ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
　
『
左
伝
』
隠
公
三
（
前
七
二
〇
）
年
に
、

　
　
　
邸
武
公
・
荘
公
為
平
王
卿
士
。
王
煎
子
號
、
鄭
伯
四
王
。
王
田
、
無
之
。
故

　
　
　
周
・
鄭
交
質
。
…
…
王
崩
、
周
航
将
鼻
翼
公
政
。
四
月
、
寒
熱
足
卜
師
取
温

　
　
　
之
麦
。
秋
、
又
取
成
周
之
禾
。
周
・
郷
交
悪
。

　
と
あ
り
、
同
隠
公
八
（
前
七
一
五
）
年
に
、

　
　
　
夏
、
號
言
忌
父
始
朝
来
士
子
周
。

　
と
あ
る
。

⑳
　
例
え
ば
、
『
上
村
嶺
銃
飼
墓
地
』
（
前
掲
）
は
、
墓
地
の
年
代
を
西
周
晩
期
Ω
削
九

　
世
紀
中
葉
）
か
ら
東
周
早
期
（
下
限
は
前
六
五
五
年
）
と
考
え
る
（
四
九
頁
）
の

　
に
対
し
、
郭
宝
鈎
『
商
周
銅
器
群
綜
合
研
究
』
（
一
九
八
一
年
）
は
前
七
七
〇
年
の

　
脳
室
東
遷
よ
り
前
六
五
五
年
ま
で
と
考
え
て
い
る
（
七
〇
頁
、
及
び
一
九
七
頁
「
整

　
理
後
記
」
）
。

＠
　
林
巳
奈
夫
「
春
秋
戦
国
時
代
文
化
の
基
礎
的
編
年
」
（
前
掲
）
四
七
三
頁
。
ま
た

　
樋
口
隆
康
『
號
国
銅
器
考
」
（
前
掲
）
は
、
時
代
的
ま
と
ま
り
の
よ
さ
の
ほ
か
に
、

　
蘇
・
菌
等
の
小
岡
の
器
と
の
ま
と
ま
り
を
指
摘
す
る
。

㊥
　
史
料
と
し
て
の
信
頼
性
に
問
題
が
あ
る
が
、
『
今
本
講
書
紀
年
』
に
、

　
　
　
幽
王
七
年
、
愚
人
滅
焦
。

　
と
あ
る
。
こ
の
號
・
焦
は
『
漢
書
』
地
理
志
上
弘
農
郡
に
、

　
　
　
映
、
故
享
楽
。
有
焦
城
、
故
焦
国
。

　
と
言
う
よ
う
に
、
映
－
平
陸
の
號
で
あ
る
。

⑭
　
現
在
、
登
公
報
A
・
B
・
C
・
D
と
し
て
同
銘
四
器
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

　
報
告
は
、
平
頂
山
市
文
管
会
「
河
南
平
頂
山
市
発
現
西
周
銅
器
」
（
『
考
古
』
一
九

　
八
一
年
第
四
期
）
、
「
河
南
平
頂
山
市
又
出
土
一
件
郡
悪
態
」
（
『
考
古
与
文
物
』
一

　
九
八
三
年
記
一
期
）
、
「
平
頂
山
市
出
土
周
代
青
銅
羅
」
（
『
考
古
』
一
九
八
五
年
第

　
三
期
）
。

⑳
　
　
『
大
系
』
一
八
○
鄭
登
伯
高
に
「
難
字
字
形
稽
異
、
然
別
鄭
登
隅
田
例
之
、
傍

　
当
是
葬
。
」
に
従
う
。

⑳
　
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
禮
西
発
掘
隊
「
長
安
立
家
波
西
笹
目
叔
墓
発
掘

　
簡
報
」
（
前
掲
）
。
な
お
、
本
報
告
に
登
関
係
器
と
し
て
無
二
釜
（
三
代
一
〇
・
二

　
七
）
を
挙
げ
る
が
、
宇
形
が
異
な
り
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
と
ら
な
い
。

⑳
　
　
『
春
秋
』
桓
公
七
年
に
、

　
　
　
夏
、
穀
伯
緩
来
朝
。
郵
侯
吾
離
来
朝
。

　
と
見
え
、
同
年
左
伝
に
「
春
、
穀
伯
・
郵
侯
来
朝
。
」
と
い
う
。
ま
た
『
左
伝
』
桓
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公
九
年
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郵
、
減
之
。

　
　
　
　
巴
子
使
韓
服
告
干
楚
、
諮
与
郵
為
好
。
楚
子
使
道
上
将
巴
戦
以
聰
於
鄙
。
郵
　
　
　
　
⑳
　
　
『
左
伝
』
再
選
十
一
年
に
鄭
話
題
夫
人
と
し
て
郡
曼
の
名
が
み
え
、
同
桓
公
十

　
　
　
　
南
郡
母
人
攻
而
奪
之
幣
、
殺
道
朔
主
典
行
人
。
楚
子
使
立
蔀
地
墨
郡
、
郵
人
　
　
　
　
　
三
年
及
び
荘
公
四
年
に
は
楚
量
切
夫
人
と
し
て
郵
曼
の
名
が
み
え
る
。
桓
公
十
一

　
　
　
　
弗
受
。
夏
、
楚
使
闘
廉
潔
師
及
巴
師
囲
鄭
。
郡
養
甥
・
鞘
甥
律
師
救
郵
。
…
…
　
　
　
　
　
凝
鮒
杜
注
に
「
曼
、
蜀
姓
」
と
い
い
、
金
文
史
料
も
こ
れ
に
一
致
す
る
（
『
大
系
』

　
　
　
　
郵
師
脚
大
敗
。
鄭
人
雷
滅
供
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六
凱
孟
壷
）
。

　
　
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
陳
繋
『
春
秋
大
事
表
列
国
爵
姓
及
存
減
衷
誕
異
馳
Ω
朋
掲
）
冊
三
碧
参
郵
の

　
⑱
　
　
『
左
伝
』
荘
公
六
伸
ヰ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
始
封
条
。

　
　
　
　
楚
文
墨
伐
申
、
過
郵
。
郡
那
網
野
、
一
型
也
。
止
而
享
之
。
離
甥
・
納
甥
・
　
　
　
⑳
　
周
永
珍
「
両
周
時
期
的
応
国
、
一
国
銅
器
及
地
理
位
置
」
（
『
考
古
』
一
九
八
二

　
　
　
　
養
甥
執
耐
殺
楚
子
。
郡
候
弗
許
。
：
：
：
職
超
年
、
楚
子
伐
郵
。
十
六
年
、
楚
復
伐
　
　
　
　
　
　
年
第
一
期
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
璽
地
の
構
造

　
こ
こ
で
は
表
一
の
分
類
1
の
諸
器
に
よ
っ
て
貧
地
の
構
造
を
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
ず
免
箆
（
三
代
六
・
五
二
）
か
ら
み
て
い
こ
う
。
そ
の
銘

文
は
、

　
　
王
在
周
、
令
免
作
嗣
土
、
嗣
貧
還
墨
書
呉
果
牧
、
（
王
　
周
に
在
り
、
免
に
命
じ
て
飼
土
と
作
し
、
麓
還
の
林
と
虞
と
牧
と
を
飼
ら
し
む
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
麓
還
と
同
様
の
称
と
し
て
師
旗
難
に
、

　
　
王
在
一
度
、
…
…
王
呼
作
冊
歩
克
、
一
命
品
質
日
、
備
干
大
儲
、
宮
飼
豊
還
左
右
早
苗
、
（
王
　
減
翫
に
在
り
、
…
…
王
　
作
冊
サ
克
を
呼
び
、
師
旋
に
冊

　
　
命
せ
し
め
て
曰
く
、
大
左
に
備
わ
り
、
豊
還
の
左
右
師
薦
を
官
襯
せ
よ
）

と
豊
還
の
名
が
み
え
る
。
こ
の
豊
還
に
お
か
れ
た
左
右
調
馬
は
、
元
年
師
免
箆
（
三
代
九
・
三
二
）
の
左
右
走
馬
、
師
克
釜
（
文
物
六
二
．
六
）
の
左

右
虎
臣
に
類
す
る
も
の
で
あ
り
、
有
嗣
・
小
子
な
ど
と
連
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
令
鼎
（
三
代
四
・
二
七
）
に
、
三
田
儀
礼
に
際

し
て
、

　
　
王
射
、
有
鯛
果
師
氏
・
小
子
卿
射
、
（
王
射
す
。
膚
鰯
と
師
氏
・
小
子
　
卿
射
す
）

と
有
嗣
・
小
子
と
と
も
に
射
儀
を
行
う
こ
と
が
み
え
、
載
嬢
（
陳
西
⇔
一
〇
四
）
に
は
、
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戴
蓮
有
嗣
・
師
氏
翁
島
、
御
職
予
繊
林
、
傅
戎
歓
、
（
球
　
有
飼
・
師
氏
を
率
い
て
奔
早
し
、
戎
を
賊
林
に
禦
ぎ
、
戎
激
を
傅
つ
）

と
有
嗣
と
と
も
に
軍
事
行
動
を
行
な
う
こ
と
を
言
う
。
こ
の
よ
う
に
結
び
つ
き
の
強
い
有
嗣
・
師
氏
・
小
子
な
ど
は
、
最
近
の
木
村
秀
海
氏
の

研
究
に
よ
る
と
、
毛
公
鼎
（
三
代
四
・
四
六
）

　
　
嘉
日
、
…
…
級
鉱
卿
事
寮
・
大
弓
寮
、
子
父
即
歩
、
官
女
下
墨
公
族
寧
参
有
鰯
・
小
子
・
師
氏
・
謡
曲
孚
朕
嚢
事
、
（
王
曰
く
、
…
…
こ
の
卿
事
寮
・
大
史

　
　
寮
に
及
び
、
父
に
お
い
て
歩
に
即
け
、
汝
に
命
じ
て
公
族
と
三
哲
飼
・
小
子
・
師
氏
・
虎
臣
と
朕
が
執
事
と
を
無
始
せ
し
む
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
銘
文
か
ら
卿
事
寮
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
蓋
方
葬

　
　
（
王
）
日
、
用
飼
六
自
王
畿
・
参
詣
銅
、
飼
土
・
飼
馬
・
飼
工
、
（
王
曰
く
、
干
て
六
会
の
王
行
・
参
有
嗣
、
鰯
土
・
飼
馬
・
飼
工
を
翻
れ
）

に
み
え
る
操
行
が
師
氏
・
小
子
・
虎
臣
か
ら
な
る
周
王
の
親
衛
部
隊
で
、
参
有
嗣
と
と
も
に
六
自
を
構
成
し
て
い
た
の
も
氏
の
指
摘
さ
れ
る
通

り
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
豊
還
に
お
か
れ
た
左
右
師
氏
は
、
卿
事
寮
の
配
下
に
あ
る
六
自
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
「
還
」
と
称
さ
れ
る
施
設
は
こ
の
よ
う
に
西
周
王
朝
の
軍
組
織
の
一
部
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
り
、
免
訴
の
璽
還
に
つ
い
て
も

　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

表
一
I
B
貧
大
師
小
子
細
辛
甑
（
三
代
五
・
一
〇
）
の
存
在
を
傍
証
と
し
て
、
同
様
の
組
織
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　
一
方
、
麓
還
に
お
か
れ
た
林
∵
虞
・
牧
に
つ
い
て
、
同
整
（
三
代
九
・
一
七
）
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
ず

　
　
王
命
同
、
差
右
下
大
父
、
嗣
易
林
呉
牧
、
自
漉
東
至
干
溺
、
豚
逆
至
予
平
水
、
（
王
　
同
に
命
じ
、
呉
大
牢
を
左
右
け
、
場
・
林
・
虞
・
牧
を
飼
ら
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
た

　
　
漉
よ
り
東
し
て
河
に
至
り
、
豚
の
逆
は
三
水
に
至
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
三
水
下
流
・
退
水
北
岸
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
王
領
に
も
配
さ
れ
て
お
り
、
更
に
は
師
当
盤
（
大
系
録
九
八
）
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
さ

　
　
白
旛
父
若
日
、
…
…
余
令
女
遊
我
家
、
羊
飼
我
西
出
東
亜
僕
駿
百
工
牧
臣
妾
、
（
古
意
父
若
く
曰
く
、
…
…
余
　
汝
に
命
じ
て
我
が
家
を
死
め
し
め
、
我
が

　
　
西
隔
東
隔
の
僕
駿
・
着
工
・
牧
・
臣
妾
を
矧
飼
せ
し
む
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
あ
り
、
伯
爵
父
の
私
軍
に
も
僕
駿
・
百
工
・
臣
妾
と
と
も
に
配
さ
れ
て
い
る
。
『
周
礼
』
地
白
大
司
徒
の
属
官
で
あ
る
林
衡
・
山
虞
・
沢
虞
・

牧
人
に
類
す
る
職
掌
を
も
つ
も
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
表
一
一
B
貧
寒
馬
受
難
（
断
代
書
八
四
）
の
貧
牧
馬
と
い
う
官
名
は
他
に
類
例
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⑤

を
み
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
林
・
虞
・
牧
に
近
い
職
掌
を
も
つ
官
と
看
思
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
所
謂
山
林
叢
沢
を
管
理

す
る
も
の
が
軍
隊
と
強
い
結
び
つ
き
を
持
つ
こ
と
は
、
南
宮
守
鼎
（
島
西
⑧
一
〇
五
）

　
　
王
孫
作
意
舜
、
冊
令
柳
、
嗣
六
白
牧
陽
呉
□
、
魚
道
夷
陽
田
史
、
（
王
　
作
冊
舜
を
呼
び
、
柳
に
冊
命
せ
し
む
、
六
白
の
牧
・
場
・
虞
・
□
を
罷
れ
、
義
夷

　
　
の
場
・
殉
・
史
を
飼
れ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
銘
文
よ
り
明
ら
か
で
あ
り
、
当
馬
の
軍
組
織
の
経
済
的
基
盤
を
管
理
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
な
ら
ぼ
、
左
右
師
氏
が
お
か
れ
て
い
た
豊
還
に
も
麓
還
と
同
様
に
林
・
虞
・
牧
な
ど
が
配
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
で
は
何
故
に
免
箆
・
師
青
鷺
両
銘
の
内
容
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
免
・
師
旗
の
任
じ
ら
れ
た
官
が
異
な
り
、
従
っ
て
そ
の
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

轄
す
る
官
の
系
統
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
免
が
任
じ
ら
れ
た
皇
土
は
ま
さ
に
文
字
通
り
土
地
を
管
理
す
る
宮
で
あ
り
、

土
地
を
直
接
管
理
す
る
林
・
虞
・
牧
の
管
轄
を
命
ぜ
ら
れ
る
の
は
妾
然
の
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
師
君
釜
の
「
大
俗
に
備
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
」
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
重
氏
を
管
轄
す
る
官
位
に
就
く
こ
と
を
言
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
貧
還
・
豊
還
に
は
そ
の
地
を
管
理
す
る
林
・
虞
・
牧
な
ど
と
軍
隊
を
構
成
す
る
師
氏
が
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
み
て
き
た
。
そ
し
て

こ
の
両
者
が
軍
組
織
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
麓
還
・
豊
満
の
「
還
」
を
郭
沫
若
は
苑
と
訓
じ
、
苑
圃
の
如
き
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
「
繋
爪
の
直
営
地
」
と
す
る
白
川
欝
欝
の
見
解
が
実
態
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
免
箆
で
免
が
任
じ
ら
れ
た
嗣
土
の
職
掌
は
、
鍵
還
に
配
さ
れ
た
林
・
虞
・
牧
を
管
轄
す
る
と
い
う
い
わ
ば
特
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
と
は
別
に
、
金
文
史
料
に
は
王
朝
の
執
政
と
考
え
ら
れ
る
参
有
嗣
、
嗣
土
・
黒
馬
・
嗣
工
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
面

心
井
伯
は
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
井
の
本
族
と
し
て
執
政
ク
ラ
ス
の
地
位
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
立
談
（
三
代
九
二
西
）
に
冊
命
儀
礼
の

右
者
と
し
て
登
場
す
る
嗣
徒
単
伯
は
、
装
置
盃
に
執
政
と
し
て
登
場
す
る
単
伯
と
同
一
人
物
或
い
は
同
族
で
あ
り
、
春
秋
期
に
至
っ
て
も
皇
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
獅
士
と
し
て
み
え
る
家
系
に
属
し
て
い
る
。
ま
た
無
春
蘭
（
三
代
四
・
三
四
）
に
同
じ
く
正
命
儀
礼
の
右
者
と
し
て
登
場
す
る
嗣
徒
南
仲
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

『
詩
』
博
雅
出
車
及
び
大
雅
官
武
に
み
え
る
周
王
の
卿
士
南
仲
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
西
周
期
に
は
同
一
官
系
は
そ
の
地
位
の
高
下
を
問
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⑬

わ
ず
同
一
官
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
免
の
任
じ
ら
れ
た
嗣
土
は
執
政
ク
ラ
ス
の
郷
土
の
管
理
下
に
あ
る

特
定
さ
れ
た
職
掌
を
も
つ
官
名
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
特
定
さ
れ
た
職
掌
を
持
つ
嗣
土
・
専
用
・
嗣
工
は
、
ほ
か
に
も
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

　
揚
箆
　
　
王
若
日
、
揚
、
作
飼
工
、
官
飼
量
田
旬
果
心
皮
果
鯛
茨
果
劇
震
緊
飼
工
司
、
（
王
若
く
田
く
、
揚
よ
、
飼
工
と
作
り
、
魚
田
の
旬
と
綱
皮
と
鵬
茨
と

　
　
飼
憲
と
飼
工
の
司
を
官
嗣
せ
よ
）

　
裁
雛
　
　
王
日
、
戴
、
令
女
作
嗣
土
、
官
属
籍
田
、
（
王
曰
く
、
裁
よ
、
汝
に
命
じ
て
嗣
土
と
作
し
、
籍
田
を
官
嗣
せ
し
む
）

の
よ
う
に
、
織
田
の
諸
官
を
管
轄
す
る
嗣
工
や
籍
田
を
管
轄
す
る
寒
土
が
そ
れ
で
あ
り
、
更
に
師
頴
豊
（
通
釈
一
五
二
）
に
は
虫
聞
（
不
詳
）
を
管

轄
す
る
嗣
土
が
登
場
す
る
。
ま
た
官
名
の
上
に
文
字
を
冠
し
て
そ
の
職
掌
を
特
定
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
雷
門
　
　
王
呼
サ
氏
、
丁
令
向
日
、
更
乃
祖
考
、
作
家
飼
土
干
成
業
八
自
、
（
王
　
ヂ
氏
を
呼
び
、
雷
に
冊
命
せ
し
め
て
曰
く
、
乃
の
祖
考
を
更
ぎ
、
成
周
八

　
　
自
に
家
飼
土
と
作
れ
）
三
代
一
二
・
二
九

　
趙
鼎
　
　
王
麗
日
、
超
、
命
女
幽
霊
自
家
飼
馬
、
蕾
官
僕
射
出
噛
小
輩
又
隣
、
（
王
若
く
曰
く
、
趨
よ
、
汝
に
命
じ
て
緻
自
の
蒙
飼
馬
と
濾
し
、
僕
射
・
鞠
訊

　
　
・
小
大
右
隣
を
薫
官
せ
し
む
）
三
代
四
・
三
三

に
み
え
る
家
嗣
土
・
家
嗣
馬
の
家
字
の
意
味
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
成
男
物
自
・
徽
自
と
い
う
軍
組
織
に
か
か
わ
る
特
定
さ
れ
た
職
掌
の
嗣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

土
・
嗣
馬
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

　
師
廣
盤
　
　
王
在
周
師
飼
馬
宮
、
格
大
室
、
（
王
　
周
の
師
説
馬
の
宮
に
在
り
、
大
挙
に
格
る
）
　
文
物
六
四
・
七

　
殺
籔
　
　
王
在
師
嗣
馬
宮
大
室
、
即
位
（
王
　
土
蛮
馬
の
宮
の
大
室
に
在
り
、
位
に
即
く
）
　
文
物
七
九
・
二

に
よ
っ
て
師
嗣
馬
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
更
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
幽
閉
篤
　
　
四
日
、
…
・
：
飾
罫
乃
祖
考
事
、
翻
穽
而
邦
君
鰯
馬
弓
矢
、
（
王
曰
く
、
…
…
煽
て
乃
の
祖
考
の
事
を
憐
ぎ
、
想
出
の
邦
君
飼
馬
・
弓
矢
を
寄
れ
）

　
　
三
代
九
・
一
八
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に
よ
っ
て
歯
型
嗣
馬
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
表
一
I
B
永
孟
に
み
え
る
貧
下
土
と
い
う
官
名
も
こ
れ
ら
と
同
様
で
あ
り
、
嗣
土
の
上
に

麓
字
を
冠
し
て
そ
の
職
掌
を
特
定
し
た
も
の
と
看
徴
し
う
る
。
麓
は
地
名
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
地
名
を
冠
す
る
例
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
だ

　
塵
事
盛
　
　
王
束
伐
商
邑
、
延
令
康
侯
、
螺
子
衛
、
鼻
聾
土
邊
果
嵩
、
（
王
　
商
邑
を
束
溢
し
、
命
を
康
侯
に
暑
し
、
衛
に
陣
せ
し
む
。
諮
の
嗣
土
竃
と
も
に

　
　
鄙
せ
り
）
　
録
遺
一
五
七

　
　
⑮

が
あ
り
、
ま
た
蟄
心
土
幽
々
（
三
代
＝
二
子
ニ
○
）
・
尊
（
三
代
一
一
・
二
九
）
の
諮
は
霧
雲
（
三
代
四
・
一
六
）
に
艶
自
と
し
て
み
え
る
地
で
、
軍
隊

の
駐
屯
地
と
な
っ
て
い
る
。
永
孟
の
貧
嗣
土
は
、
奥
地
の
管
轄
と
い
う
特
定
さ
れ
た
職
掌
を
持
つ
差
土
で
あ
り
、
或
い
は
免
監
で
麓
還
の
管
理

を
命
ぜ
ら
れ
た
爾
土
が
こ
れ
に
あ
た
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
続
い
て
永
孟
の
銘
文
を
み
て
い
こ
う
。

　
永
孟
の
銘
文
は
先
に
第
二
章
で
引
い
た
が
、
こ
こ
で
再
び
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
銘
文
に
い
う
。

　
　
盈
公
内
即
命
子
天
子
、
公
爵
出
厭
命
、
易
奥
師
永
蒲
田
濡
易
洛
、
彊
果
師
俗
父
田
、
紅
熱
公
出
豚
命
、
川
井
伯
・
螢
伯
・
歩
氏
・
師
俗
父
・
趙
仲
、
公
蓮
命

　
　
貧
覆
土
函
父
・
仁
人
鰯
工
専
・
致
旧
師
氏
邑
人
釜
父
・
畢
人
叢
誌
、
付
永
野
田
、
薇
島
影
、
厭
彊
宋
句
。
（
盈
公
内
り
て
命
に
天
子
に
即
く
、
公
園
ち
豚
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ

　
　
命
を
出
だ
し
、
師
永
に
騒
の
田
を
陰
陽
洛
に
賜
臭
う
。
彊
は
師
俗
父
の
田
に
架
ぶ
。
豚
の
公
と
豚
の
命
を
出
だ
す
は
、
井
伯
・
螢
伯
・
歩
氏
・
師
尊
父
・

　
　
三
瀬
な
り
。
公
廼
ち
学
者
土
薗
父
・
島
人
嗣
工
属
・
敬
史
書
簡
邑
野
蛮
父
・
畢
人
心
同
に
命
じ
、
永
に
豚
の
田
を
付
せ
し
む
。
豚
の
率
い
る
は
薔
、
豚
の

　
　
彊
す
る
は
宋
句
な
り
）

師
永
に
田
が
賜
与
さ
れ
る
際
に
か
か
わ
っ
た
人
物
が
数
多
く
登
署
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
物
は
次
の
よ
う
な
ラ
ン
ク
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ω
　
益
公
・
井
伯
・
螢
伯
・
サ
氏
・
師
俗
父
・
趨
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B

　
　
②
　
貧
嗣
土
蘭
父
・
周
人
嗣
工
眉
・
致
史
師
氏
邑
人
奎
父
・
畢
入
師
同

　
　
③
　
蓉
・
宋
句

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ω
は
盈
公
を
筆
頭
と
す
る
周
忌
の
執
政
、
②
は
そ
の
下
に
位
置
す
る
諸
官
、
㈲
は
実
際
に
土
地
の
彊
界
設
定
を
行
な
う
者
で
あ
る
。
②
の
傍
線

A
部
に
先
程
言
及
し
た
貧
嗣
土
が
登
場
す
る
の
だ
が
、
ま
ず
傍
線
B
を
附
し
た
部
分
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。
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傍
線
B
の
部
分
は
、
官
名
（
数
史
師
氏
）
1
賢
人
－
名
と
い
う
称
謂
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
称
謂
を
も
つ
も
の
と
し
て
、

　
嚢
衛
盃
　
　
　
参
有
嗣
“
蘭
土
数
邑
・
鵬
馬
単
癖
・
飼
工
邑
人
服

　
五
祀
衛
鼎
　
　
参
有
鵬
”
嗣
土
邑
人
趙
・
鵬
馬
顛
人
邦
・
飼
工
陶
矩

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
例
は
と
も
に
井
伯
・
層
雲
な
ど
の
執
政
の
命
令
を
う
け
て
お
り
、
永
孟
の
②
と
同
様
の
地
位
に
あ
る
参
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

嗣
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
永
孟
に
み
え
る
賢
人
師
同
の
畢
は
、
文
王
の
子
の
封
地
と
伝
え
ら
れ
る
所
で
あ
り
、
金
文
史
料
に
も
献
嬢
（
三
代
六
・

五
三
）
に
「
畢
公
家
」
・
愚
慮
（
三
代
八
・
五
四
）
に
「
王
在
畢
」
と
し
て
み
え
る
。
従
っ
て
畢
人
捕
虫
と
は
畢
出
自
（
或
い
は
所
属
）
の
師
同
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

う
人
物
と
看
干
す
こ
と
が
で
き
る
。
邑
人
高
垣
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
邑
と
称
す
る
地
を
求
め
難
く
、
或
い
は
土
地
の

名
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
読
人
」
と
称
す
る
こ
と
で
「
畢
人
」
と
同
様
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
が
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

な
わ
け
で
あ
り
、
「
邑
」
は
固
有
名
詞
か
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
永
孟
傍
線
B
部
は
、
致
刷
了
氏
と
い
う
官
名

を
持
つ
「
邑
」
人
の
杢
父
と
畢
人
の
師
同
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
傍
線
A
の
部
分
は
、
某
－
官
名
－
名
と
い
う
称
謂
で
あ
る
。
貧
客
土
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
寒
地
を
管
轄
す
る

嗣
土
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
間
題
は
素
人
嗣
薫
製
の
理
解
で
あ
る
。
傍
線
B
部
と
同
じ
よ
う
に
、
嗣
工
と
い
う
官
名
を
持
つ
周
人
の
眉

と
読
め
る
可
能
性
も
無
い
こ
と
は
な
い
が
、
同
一
銘
文
上
で
異
な
っ
た
書
式
で
書
か
れ
て
い
る
以
上
、
傍
線
B
部
と
は
異
な
る
称
誉
、
す
な
わ

ち
嗣
工
と
い
う
官
名
の
上
に
「
周
人
」
を
冠
し
て
そ
の
職
掌
を
特
定
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
今
、
周
人
骨
工
と
同
じ
く
町

人
一
官
名
と
い
う
称
謂
を
集
め
て
み
る
と
、

　
　
邑
人
虎
臣
　
（
師
酉
盤
　
三
代
九
二
二
～
二
四
）

　
　
邑
人
先
虎
臣
　
（
詞
盤
　
文
物
六
〇
・
二
）

　
　
邑
人
師
氏
　
（
師
痕
釜
）

　
　
邑
人
善
夫
　
（
此
鼎
　
陳
西
e
一
九
六
～
一
九
八
、
此
籔
　
陳
e
一
九
九
～
二
〇
六
）
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邑
人
焦
小
隠
善
夫
守
□
官
犬
、
貧
人
善
夫
官
守
友
　
（
師
農
鼎
　
大
系
録
九
九
）

　
　
矢
人
有
飼
眉
飼
鮮
…
…
　
（
散
氏
盤
）

の
六
例
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
賄
人
に
関
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
に
興
味
が
引
か
れ
る
が
、
ま
ず
は
師
酉
短
の
邑
人
虎
臣
と
訥
讐
の
邑
楽
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

虎
臣
か
ら
み
て
い
こ
う
。
両
銘
に
み
え
る
虎
臣
が
周
王
側
近
の
親
衛
部
隊
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
邑
人
虎
臣
と
は

「
邑
」
人
に
よ
っ
て
溝
成
さ
れ
た
（
或
い
は
「
邑
」
人
出
自
の
）
親
衛
部
隊
の
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
が
両
銘
に
お
い
て
諸
夷
と
並
挙
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
複
数
の
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
団
体
を
意
味
す
る
こ
と
も
容
易
に
諒
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
此
鼎
・
籔
の
邑
人
善
夫
を
こ
れ
と

同
様
に
「
『
邑
』
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
善
夫
（
た
ち
）
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
善
夫
は
大
急
鼎
（
三
代
四
・
四
〇
）
や
大
逆
（
三
代

九
・
二
五
）
な
ど
に
み
え
る
よ
う
に
、
王
命
の
出
入
を
宮
田
す
る
官
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
口
昌
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
団
体
で
あ
っ
た
と
は
考

え
難
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
永
孟
傍
線
B
部
の
邑
人
音
父
の
よ
う
に
「
『
邑
』
出
自
の
善
夫
（
某
）
」
と
読
め
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
も
読
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
邑
人
善
夫
に
旅
と
な
れ
」
と
あ
り
、
こ
の
邑
人
善
夫
を
特
定
の
個
人
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
い
。
と
い
う
の
は
、
此
鼎
・
篠
に

従
っ
て
こ
の
空
電
善
夫
は
「
『
邑
』
人
を
管
轄
す
る
善
夫
」
の
意
味
に
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
善
夫
山
嵐
（
文
物
六
五
・
七
）
に
、

　
　
令
女
官
嗣
歓
献
人
子
昆
、
（
汝
に
命
じ
て
飲
献
人
を
豊
に
官
飼
せ
し
む
）

　
　
　
　
　
へ

と
、
「
飲
酔
人
」
の
管
轄
を
善
夫
山
に
命
じ
て
い
る
の
を
傍
証
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
混
み
て
き
た
よ
う
に
、
平
人
－
官
名
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
種
の
意
味
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
磨
墨
の
周
人
嗣
土
眉
は
後
者
に
属
し
、
「
懸
人
を
管
轄
す
る
溝
鼠
た
る
眉
」
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
嗣

工
と
は
民
人
の
労
役
を
管
理
す
る
官
で
あ
り
、
周
人
嗣
工
と
い
う
官
名
は
そ
の
職
掌
が
周
人
の
管
理
に
特
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
の
で
あ
る
。
ま
た
里
人
善
夫
も
同
様
に
特
定
さ
れ
た
職
掌
を
も
つ
官
名
で
あ
り
、
中
央
の
公
族
寮
の
配
下
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
次
い
で
営
農
鼎
を
み
て
い
こ
う
。
こ
の
器
は
表
一
I
B
に
分
類
し
て
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
い
う
麓
人
善
夫
は
叢
叢
善
夫
と
同
様
、
「
璽

入
を
管
轄
す
る
善
夫
」
の
意
で
あ
り
、
特
定
さ
れ
た
職
掌
を
も
つ
官
で
あ
る
。
こ
の
麓
人
に
つ
い
て
は
、
申
箆
（
考
古
与
文
物
八
三
・
二
）
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す

　
　
王
命
歩
、
冊
命
申
、
更
乃
祖
考
、
疋
大
祝
、
官
話
豊
人
果
九
盛
祝
、
（
王
　
歩
に
命
じ
、
申
に
冊
命
せ
し
む
。
乃
の
祖
考
を
更
ぎ
、
大
筋
を
疋
け
、
豊
人
と
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九
塾
祝
と
を
官
翻
せ
よ
）

と
豊
人
の
称
が
み
え
、
貧
還
－
豊
還
と
同
じ
く
麓
人
と
豊
人
と
の
対
応
関
係
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
卯
讐
（
三
代
九
・
三
七
）
「
葬
宮
下

人
」
や
伊
盤
（
三
代
九
・
二
〇
）
　
「
康
宮
王
臣
妾
百
工
」
の
よ
う
に
特
定
の
施
設
に
所
属
し
そ
の
経
済
的
基
盤
を
担
っ
て
い
た
民
人
の
存
在
を
例

に
と
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
貧
還
・
豊
還
に
所
属
す
る
民
人
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
以
上
、
表
一
！
の
諸
器
の
銘
文
を
中
心
と
し
て
貧
地
の
構
造
を
み
て
き
た
。
こ
こ
で
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
麓
に
は
貧
還
と
称
さ
れ
る
周
王

の
直
轄
領
が
お
か
れ
、
嗣
土
（
貧
直
土
～
）
に
管
轄
さ
れ
る
林
∵
虞
・
牧
な
ど
が
配
さ
れ
て
そ
の
地
の
経
営
に
あ
た
っ
て
い
た
。
ま
た
師
氏
な
ど

の
軍
旅
も
お
か
れ
、
全
体
と
し
て
軍
組
織
を
構
成
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
お
そ
ら
く
は
零
墨
に
所
属
す
る
民
人
を
管
理
す
る

も
の
と
し
て
七
人
善
夫
が
存
在
し
て
い
た
。
貧
土
は
聖
王
の
直
轄
領
と
し
て
少
な
く
と
も
以
上
の
も
の
を
内
包
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
周

辺
（
あ
く
ま
で
も
理
念
的
な
意
味
）
に
は
第
二
・
三
章
で
み
た
貧
井
叔
・
麓
野
鳥
・
葦
登
伯
・
叔
な
ど
の
内
・
外
野
諸
侯
の
分
量
が
存
在
し
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
表
一
H
A
康
鼎
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す

　
　
王
在
康
宮
、
受
伯
内
右
康
、
王
命
、
死
鰯
王
家
、
（
王
　
康
宮
に
在
り
、
焚
守
内
り
て
康
を
右
く
。
王
命
ず
、
王
家
を
死
隠
せ
よ
）

と
あ
り
、
こ
れ
ら
諸
氏
の
分
族
は
何
ら
か
の
形
で
こ
の
王
領
の
管
理
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
同
様
の
構

造
が
豊
に
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

　
　
貧
還
・
　
　
豊
還

　
　
貧
人
　
　
豊
人

　
　
貧
井
叔
一
豊
井
叔

と
い
う
両
地
の
対
応
関
係
か
ら
十
分
推
測
し
う
る
こ
と
で
あ
り
、
更
に
は
軍
人
黒
帯
と
い
う
官
名
の
存
在
か
ら
、
霊
地
も
同
様
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
二
章
で
み
た
貧
井
叔
と
貴
男
叔
と
の
対
応
関
係
が
こ
の
章
に
お
い
て
異
な
っ
た
史
料
で
確
認
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
第
二
⊥
一
一
章
で
登
場
し
た
豊
以
外
の
地
、
す
な
わ
ち
威
・
城
の
地
も
同
様
の
構
造
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
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う
に
い
く
つ
も
の
地
に
同
様
の
構
造
を
想
定
し
う
る
こ
と
は
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
章
を
改
め
て
考
え
て
い
き
た
い
。

①
　
木
村
秀
海
「
西
周
官
制
の
基
本
構
造
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
九
四
編
第
一
号
　
一

　
九
八
五
年
）
及
び
「
六
塵
の
官
構
成
に
つ
い
て
i
盤
方
尊
銘
文
を
中
心
に
し
て
一
」

　
（
『
東
方
学
』
第
六
十
九
輯
　
一
九
八
五
年
）
。

②
　
「
大
師
小
子
」
の
称
謂
は
、
御
宿
後
期
の
師
望
鼎
（
三
代
四
・
三
五
）
・
伯
公
父

　
籔
（
映
⇔
九
四
）
に
晃
え
る
。
木
村
秀
海
「
西
周
金
文
に
見
え
る
小
子
に
つ
い
て

　
一
嵩
周
の
支
配
機
構
の
一
面
－
」
（
『
史
林
』
六
十
四
巻
六
号
　
一
九
八
一
年
）
七

　
九
～
八
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
『
通
釈
』
一
五
〇
同
殴
。

④
『
大
系
』
一
一
四
師
殿
殴
。

⑤
　
「
断
代
」
因
八
四
郷
牧
馬
受
殴
蓋
に
、
「
牧
馬
繋
是
官
名
、
僅
謝
罪
器
。
周
礼

　
司
馬
有
〃
圏
師
、
掌
教
黒
人
厭
悪
”
、
当
属
牧
馬
之
官
。
」
と
言
う
。

⑥
西
周
期
の
軍
組
織
に
つ
い
て
は
、
屯
田
制
と
考
え
る
干
省
吾
と
郷
遂
制
と
の
関

　
係
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
楊
寛
と
の
間
に
、
干
省
吾
「
略
論
西
周
金
文
中
的
〃
六

　
自
凶
”
和
〃
八
｛
日
”
及
其
屯
田
制
」
（
『
考
古
』
～
九
六
四
＃
†
榊
弟
～
二
期
）
・
綿
雛
兄
「
弘
磯
西

　
周
金
文
中
〃
六
自
”
〃
八
自
”
和
郷
遂
制
度
的
関
係
」
（
『
考
古
』
一
九
六
四
年
第
八

　
期
川
）
・
エ
」
省
五
口
「
関
エ
J
『
払
灘
西
廻
ム
立
文
中
六
二
入
声
和
・
郷
遂
制
度
的
関
…
係
』
一
文
的

　
告
心
見
」
（
『
考
古
』
一
九
六
五
年
第
ゴ
錨
期
）
・
楊
血
見
「
藩
中
磯
西
周
A
皿
文
中
〃
六
自
口
”
和
「

　
〃
八
自
”
的
性
質
」
（
『
考
古
』
一
九
六
五
年
第
一
〇
期
）
と
い
う
論
争
が
あ
る
。

　
当
時
の
軍
組
織
が
土
地
の
経
嘗
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
形
態
に
関
し

　
て
は
説
を
異
に
す
る
が
、
両
者
一
致
す
る
所
で
あ
る
。
ま
た
伊
藤
道
治
「
盤
舞
銘

　
考
」
（
『
神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
』
6
　
一
九
七
七
年
）
も
こ
の
問
題
に
言
及
す
る
。

⑦
伊
藤
道
治
「
参
有
嗣
考
」
（
前
掲
）
。

⑧
郭
沫
若
「
長
安
県
張
家
彼
銅
器
群
島
文
曜
釈
」
（
『
長
安
評
家
披
西
周
鋼
器
群
』

　
一
九
六
五
年
）
、
『
通
釈
』
一
四
〇
師
旋
殴
一
な
ど
。

⑨
　
『
大
系
』
九
〇
免
鐘
に
「
還
当
読
為
苑
」
と
い
う
。
ま
た
郭
洗
若
「
長
安
県
張

　
家
憲
銅
器
群
銘
文
薩
釈
」
（
前
掲
）
。

⑩
　
　
『
通
釈
』
一
四
〇
師
旋
毅
一
。
ま
た
「
西
周
史
略
」
第
四
章
（
『
通
釈
』
四
七
輯

　
一
九
七
七
年
）
九
六
～
九
七
頁
な
ど
に
も
「
王
室
直
領
地
」
へ
の
言
及
が
あ
る
。

⑭
揚
樹
達
『
積
微
居
金
文
説
』
九
一
頁
揚
段
賊
。

⑫
『
大
系
』
一
五
一
無
謀
鼎
。

⑬
郭
熱
型
「
高
官
質
疑
」
（
『
金
文
叢
考
』
面
識
出
版
社
一
九
五
四
年
）
一
六

　
善
夫
条
に
「
余
謂
宰
夫
・
繕
夫
、
古
均
名
善
夫
、
遊
蕩
有
上
下
之
別
、
後
市
名
混
、

　
遂
析
為
二
名
。
」
と
い
う
。
ま
た
木
村
秀
海
「
西
周
官
制
の
基
本
構
造
」
（
前
掲
）

　
四
三
頁
。

⑭
伊
藤
道
治
「
参
有
嗣
考
」
（
前
掲
）
。

⑯
　
　
『
通
釈
』
一
四
康
雄
琴
に
「
浩
の
地
の
司
土
の
職
に
あ
ゑ
送
」
と
解
す
る
の
に

　
従
う
。

⑯
　
拙
稿
「
西
周
土
地
移
譲
金
文
の
一
考
察
」
（
『
東
洋
史
研
究
嘱
第
四
十
三
巻
第
一

　
号
　
一
九
八
四
年
）
注
⑳
。

⑫
　
　
『
左
伝
』
僖
公
二
四
年
に
、

　
　
　
管
・
薬
・
廊
・
窪
・
魯
・
衛
・
毛
・
馳
・
都
・
雍
・
暫
・
謄
・
畢
・
原
・
郵

　
　
　
・
螂
、
文
之
昭
也
。

　
と
あ
り
、
杜
注
に
「
畢
二
曲
長
安
県
西
北
」
と
言
う
。

⑯
　
伊
藤
道
治
「
永
孟
銘
考
」
（
前
掲
）
は
、
邑
を
「
特
定
の
地
名
」
と
考
え
、
武

　
功
県
一
帯
の
地
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
氏
も
認
め
ら
れ
る
よ

　
う
に
、
『
逸
周
書
』
に
雑
考
と
い
う
人
物
の
名
が
見
え
る
以
外
に
文
献
史
料
が
存

　
在
せ
ず
、
邑
と
称
す
る
地
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

⑲
金
文
史
料
に
は
「
巨
人
」
の
ほ
か
に
「
五
邑
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
殺
嬢

　
（
文
物
七
九
・
二
）
「
亡
兄
」
・
郷
箆
（
大
系
録
一
四
八
～
一
四
九
）
「
五
目
祝
」
・

　
一
兀
撫
牛
師
買
几
籔
（
ゴ
～
代
九
・
一
二
～
～
一
潤
飾
）
「
ザ
溝
口
田
走
馬
」
・
柞
鐘
（
陳
西
⇔
一
五
壽
ハ
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～
一
六
三
）
「
五
邑
旬
人
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
こ
の
「
五
邑
」
の
名
義
に
つ
い
て

　
は
、
「
邑
」
と
の
関
係
を
含
め
て
、
現
段
階
で
は
私
見
を
持
た
ず
、
保
留
し
て
お

　
く
。

⑳
郭
深
若
「
周
官
質
疑
」
（
前
掲
）
十
四
左
右
虎
臣
条
。

⑳
　
此
鼎
・
嬢
「
旅
邑
人
善
夫
」
の
「
旅
」
は
、
『
通
釈
』
補
　
一
表
衛
盃
附
此
鼎

　
に
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
周
期
』
半
官
宰
夫

　
　
掌
百
官
府
之
徴
令
、
弁
論
八
職
、
…
…
四
日
旅
、
避
雷
常
習
面
繋

　
の
自
注
に
「
旅
、
辞
下
士
也
。
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

⑫
　
王
氏
盤
・
師
痕
塞
の
例
は
、
前
者
す
な
わ
ち
出
自
（
或
は
構
成
員
）
を
示
す
も

　
の
で
あ
ろ
う
。

愚
　
三
富
道
治
「
参
有
嗣
考
」
（
前
掲
）
三
三
四
頁
。

⑭
　
木
村
秀
海
「
西
周
官
制
の
基
本
構
造
」
（
前
掲
）
。

㊧
　
師
農
鼎
「
邑
人
佳
小
臣
善
夫
」
に
は
様
々
な
解
釈
が
あ
る
。
『
大
系
』
・
『
通
釈
』

・
伊
藤
道
治
「
永
孟
銘
考
」
（
前
掲
）
・
木
白
村
秀
海
「
洒
周
官
網
の
基
本
構
造
」
Ω
削

掲
）
の
解
釈
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
『
大
系
』
　
□
入
与
小
臣
・
善
央

　
　
『
通
釈
』
　
□
人
の
小
臣
善
夫

　
　
伊
藤
　
　
　
邑
人
た
る
こ
れ
小
臣
・
善
夫

　
　
木
村
　
　
　
邑
人
善
夫
（
善
夫
は
か
つ
て
小
臣
と
称
さ
れ
て
い
た
）

こ
の
称
は
継
電
・
箆
に
「
愚
人
善
夫
」
の
官
名
が
見
え
る
こ
と
、
更
に
師
農
鼎
に

「
貧
人
善
夫
」
の
官
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
当
人
と
善
夫
の
間
に
「
佳
小
臣
」

の
語
が
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
そ
の
場
合
、

木
村
氏
の
よ
う
に
「
邑
人
善
夫
（
1
1
小
臣
）
」
と
解
釈
す
る
以
外
に
「
邑
人
（
程
小

臣
）
善
央
」
と
解
釈
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
。
金
文
史
料
中
の
「
邑
」
の
理
解
を

含
め
て
、
今
後
の
検
討
が
ま
た
れ
る
。

五
　
「
王
在
鍵
」
の
意
味
、
及
び
西
周
王
朝
の
構
造

西周期鄭（貧）の考察（松井）

　
こ
こ
で
は
表
一
I
A
に
分
類
し
た
「
王
在
中
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
郭
沫
若
が
「
王
在
中
」
が
「
王
在
野
」
と
同
学
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
臣
讃
の
「
周
は
穆
王
よ
り
以
下
、
西
郵
に
齢
す
」
と
い
う
説
を
支
持
し
た
こ
と
は
序
言
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
「
王
在
某
」

と
い
う
金
文
史
料
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を
検
証
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
金
文
史
料
で
「
王
在
某
」
と
い
う
例
は
、
現
在
の
所
百
例
以
上
存
在
し
て
い
る
。
全
例
を
こ
こ
に
示
す
こ
と
は
控
え
る
が
、
冊
命
儀
礼
に
か

か
わ
る
も
の
が
約
半
数
を
占
め
、
そ
の
ほ
か
で
は
蔑
暦
・
饗
醗
な
ど
の
儀
礼
、
遠
征
途
中
の
賢
愚
の
層
所
な
ど
が
あ
り
、
更
に
は
棚
言
訳
（
三

代
九
．
一
四
～
一
六
）
「
佳
正
月
初
吉
凶
巳
、
王
在
歪
計
、
格
伯
取
良
馬
乗
子
棚
生
、
（
催
れ
正
月
初
吉
面
謁
、
王
　
昂
奮
に
在
り
。
格
伯
　
良
馬

乗
を
笹
生
に
取
る
）
」
の
よ
う
に
大
事
紀
年
と
看
差
し
う
る
も
の
も
存
在
す
る
。
ま
た
「
王
在
某
」
と
い
わ
れ
る
地
を
み
て
み
る
と
、
冊
命
儀
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衷五

豊京周周（薪邑）宗周1成

鏑京

錦京
鏑辟雍

京
京
京

鏑
鏑
鏑

　
　
　
豊

豊京

京
㈲
京
京
鷺

鑛
三
豊
鏑
欄

　鍋京
　豊邑
　豊京
鏑京幾十里

的範囲内（方）

　洛　陽
王城（二水西）

縞京

岐周

岐周

回邑
洛陽
洛邑（渥水玉）

洛邑（庶殿のある所）

洛邑中心の
部南洛北一帯

洛邑

洛陽

山
尽
京
周
山
爪
轟
承

鍋
鍋
岐
鏑
鏑

鏑京

鑛京

縞京

口大激
≡E国維

郭沫若
陳夢家
黄盛璋
白川静
後藤均平

三雲驚
宗徳生
張想錯
劉　爾

サ盛平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

礼
な
ど
に
登
場
す
る
某
宮
・
某
廟
な
ど
の
例
を
除
い
て
、
減
魔
（
察
篤
・
回
旋
笙
）
・
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

減
皮
（
長
由
盃
）
・
書
影
（
師
虎
笙
）
な
ど
　
「
皮
」
と
称
さ
れ
る
周
王
の
行
屋
や
、
成
自

　
　
　
④

（
小
臣
単
解
）
な
ど
「
自
」
と
称
さ
れ
る
軍
の
駐
屯
地
が
あ
る
。
更
に
地
名
と
し
て
は
鍵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
⑥

の
ほ
か
に
、
畢
（
皿
沼
）
・
序
（
趙
自
・
翼
面
・
折
胱
）
・
華
・
（
三
拝
）
な
ど
の
例
や
、
宗
周

・
成
周
（
新
田
）
・
周
・
糞
京
と
い
っ
た
王
「
都
」
と
さ
れ
る
地
が
み
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
西
周
の
「
都
」
に
つ
い
て
は
、
今
の
べ
た
宗
周
・
成
周
（
新
邑
）
・
周
・

糞
京
の
ほ
か
に
亡
し
窩
を
加
え
て
、
そ
れ
ら
の
地
名
比
定
が
重
要
な
問
題
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
論
考
は
数
多
く
存
在
し
、
議
論
も
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ

る
が
、
地
名
比
定
の
み
を
表
示
す
る
と
表
向
の
よ
う
に
な
る
。
す
べ
て
の
論
考
を
網
羅

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
・
一
応
の
目
安
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
物

　
歯
周
（
新
醗
）
を
、
成
獣
と
王
城
の
理
解
は
お
く
と
し
て
も
、
現
在
の
洛
陽
附
近
に

比
定
す
る
こ
と
は
問
題
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
宗
周
に
つ
い
て
は
、
陳
氏
が
こ
れ
を
岐
周

　
　
　
　
　
　
⑧

の
地
に
あ
て
る
が
、
既
に
後
藤
均
平
氏
に
そ
の
批
判
が
あ
り
、
こ
れ
を
武
王
以
下
が
都

し
た
と
さ
れ
る
鏑
京
に
比
定
す
る
こ
と
も
問
題
が
な
い
。
豊
は
、
本
稿
で
既
に
述
べ
た

よ
う
に
加
線
の
直
轄
領
と
考
え
ら
れ
る
豊
還
の
所
在
地
で
あ
る
。
文
王
の
旧
都
郵
に
比

定
す
る
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
都
邑
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
空
間
的
ひ
ろ
が
り
を
持
っ
た

地
名
と
看
徹
す
べ
き
で
あ
り
、
白
川
属
が
地
の
大
名
と
さ
れ
る
の
に
従
っ
て
お
く
。
蕎

は
金
文
史
料
で
は
徳
方
式
（
文
物
五
九
・
七
）

　
　
　
佳
三
月
、
王
書
成
周
、
祉
斌
福
二
繭
、
威
、
王
易
博
引
昔
朋
、
用
作
宝
隙
鼻
。
（
佳
れ
三
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西周期鄭（貧）の考察（松井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
わ

　
　
月
、
王
　
成
周
に
在
り
。
斌
の
福
に
待
し
て
蕎
よ
り
す
。
威
る
。
王
　
徳
に
貝
廿
朋
を
賜
う
。
用
て
宝
隙
隙
を
作
る
）

の
一
例
が
知
ら
れ
る
の
み
だ
が
、
周
原
甲
骨
（
H
一
一
二
一
〇
）
に
「
祠
、
自
蕎
子
壼
」
、
同
（
H
一
一
”
＝
七
）
に
「
祠
、
自
甘
干
周
」
と
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

成
周
や
周
と
並
挙
さ
れ
る
地
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
鏑
京
の
鏑
と
考
え
る
説
に
従
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
坐
禅
に
つ
い
て
は
、
単
字
の
隷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

定
を
含
め
て
多
く
の
議
論
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
が
、
振
興
に
存
在
す
る
壁
雍
（
麦
尊
）
・
学
宮
（
静
欝
）
・
大
地
（
静

　
　
　
⑪

鮭
・
遍
笙
）
な
ど
の
施
設
は
他
処
に
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
他
の
地
名
と
は
趣
を
異
に
し
た
称
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
周
に
つ
い
て
は
、

前
章
で
貧
・
豊
と
同
構
造
の
地
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
野
望
比
定
に
つ
い
て
は
、
宗
周
或
い
は
成
周
の
略
称
と
す
る
説
と
異
界

と
す
る
説
が
存
在
し
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
周
原
甲
骨
「
祠
、
自
書
子
周
」
が
岐
周
の
周
原
遺
趾
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
、
曲
筆
村
・
鳳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

雛
村
の
「
車
身
」
貌
や
客
蔵
銅
器
の
出
土
な
ど
か
ら
み
て
、
詩
興
の
地
が
西
廻
末
期
ま
で
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
更
に
扶
風
脚

白
家
客
蔵
よ
り
出
土
し
、
数
史
家
族
器
と
し
て
知
ら
れ
る
史
培
盤
（
陳
西
⇔
二
四
）
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

　
　
寧
千
言
既
畿
股
、
敷
史
刺
祖
野
選
見
武
王
、
武
学
則
令
直
筆
、
舎
寓
干
周
壁
処
、
（
武
王
に
お
い
て
既
に
股
を
畿
つ
。
敷
氏
の
無
下
遙
ち
来
り
て
武
王
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

　
　
す
。
武
王
則
ち
周
公
に
命
じ
、
寓
を
周
に
奢
え
て
処
ら
し
む
）

　
　
　
　
　
　
⑬

と
い
う
こ
と
か
ら
、
周
を
岐
周
の
地
と
考
え
る
劉
雨
・
サ
盛
平
氏
等
の
見
解
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
と
こ
ろ
で
、
「
王
在
某
」
の
銘
文
は
西
周
全
期
を
通
じ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
逆
に
西
周
全
期
を
通
じ
て
周
王
の
所
在
地

が
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
わ
ば
周
王
は
「
都
」
と
さ
れ
る
地
を
含
め
て
数
多
く
の
地
を
、
様
々
な
目
的
・
必
要

に
応
じ
て
巡
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
地
は
王
朝
の
政
治
的
・
軍
事
的
拠
点
と
し
て
機
能
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
の
対
象
で
あ
る
璽
も
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
貧
還
の
存
在
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
王
朝
に
と
っ
て
重
要
な
地
で
あ
り
、

更
に
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
周
王
の
「
都
」
と
さ
れ
る
豊
・
周
の
地
と
同
様
の
構
造
を
持
っ
た
地
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
鄭
を
紫
野
の
「
都
」
と
す
る
臣
讃
の
説
は
成
立
し
う
る
可
能
性
を
持
ち
、
こ
れ
を
支
持
し
て
「
離
宮
別
苑
」
の
存
在

を
考
え
た
郭
深
若
の
説
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
臣
拳
拳
を
全
面
的
に
認
め
、
そ
れ
と
対
立
す
る
顔
師
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古
説
を
斥
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
貧
が
周
王
の
「
都
」
で
あ
っ
た
こ
と
と
鄭
桓
公
始
封
地
の
問
題
は
切
り
離
し
て
考
え
る
べ

き
も
の
で
あ
り
、
一
一
者
択
一
の
間
題
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

　
以
上
、
「
云
云
貧
」
の
銘
文
を
手
掛
り
と
し
て
、
鄭
を
周
王
の
「
都
」
と
す
る
臣
帯
説
が
あ
る
意
味
に
お
い
て
成
立
し
う
る
こ
と
を
述
べ
て

き
た
。
こ
こ
で
改
め
て
前
章
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、
西
周
正
朝
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

　
第
四
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
貧
に
は
周
王
の
直
轄
領
と
考
え
ら
れ
る
貧
還
が
存
在
し
、
そ
こ
に
は
そ
の
地
を
管
理
す
る
諸
官
と
師
氏
な
ど
の

軍
旅
が
お
か
れ
軍
組
織
を
構
成
し
て
い
た
。
更
に
そ
の
周
辺
に
は
内
・
外
服
諸
侯
の
分
族
が
配
さ
れ
、
何
ら
か
の
形
で
そ
の
地
の
経
営
に
か
か

わ
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
豊
井
叔
な
ど
の
他
の
分
族
の
称
謂
及
び
「
王
在
某
」
の
銘
文
な
ど
に
よ
れ
ば
、
麓
と
同
様
の
早
事
を
威
・
城

の
地
や
王
「
都
」
と
さ
れ
る
豊
・
周
及
び
宗
周
・
成
型
に
も
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
更
に
は
「
皮
」
と
称
さ
れ
る
周
王
の
離
宮
・
行

屋
や
「
自
」
と
称
さ
れ
る
軍
隊
の
駐
屯
地
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
地
が
そ
の
機
能
・
規
模
に
お
い

て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
す
べ
て
が
完
全
に
同
構
造
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
所
謂
首
都
と
し
て
の
宗

周
が
最
も
多
く
の
機
能
と
大
き
な
規
模
を
も
ち
、
従
っ
て
最
も
重
要
で
大
規
模
な
組
織
を
備
え
て
お
り
、
所
謂
副
都
の
成
周
が
こ
れ
に
次
ぎ
、

順
次
そ
の
機
能
・
規
模
に
応
じ
て
そ
れ
に
必
要
な
組
織
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
地
は
す
べ
て
無
韻

王
朝
の
政
治
的
・
軍
事
的
拠
点
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
す
べ
て
を
同
一
の
レ
ベ
ル
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と

が
で
き
る
。
更
に
は
蟻
壁
・
豊
還
の
構
造
や
当
時
の
軍
が
経
済
的
基
盤
ま
で
を
含
ん
だ
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
王
朝

の
経
済
的
単
位
と
な
っ
て
い
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
地
の
構
造
を
や
や
理
念
的
に
示
せ
ば
、
巡
り
来
る
周
王
を

中
心
と
し
て
そ
の
周
辺
に
そ
の
地
を
管
理
す
る
諸
官
や
軍
旅
が
配
さ
れ
、
更
に
そ
の
周
辺
に
内
・
外
服
諸
侯
の
分
母
が
配
さ
れ
る
と
い
う
同
心

円
構
造
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
周
縁
は
こ
れ
ら
の
地
を
様
々
な
目
的
・
必
要
に
よ
っ
て
巡
る
わ
け
だ
が
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
地
に
配
さ
れ
た
諸
官
は
、
第
四
章
で
述
べ
た
よ

う
に
、
そ
の
官
系
に
よ
っ
て
中
央
の
卿
事
寮
・
公
族
寮
の
配
下
に
お
か
れ
て
お
り
、
政
治
的
に
統
合
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
王
朝
の
政
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西周期鄭（麩）の考察（松井）

治
的
・
軍
事
的
拠
点
で
あ
る
こ
れ
ら
の
地
は
、
王
朝
の
諸
富
を
担
当
す
る
内
服
諸
侯
の
所
領
と
と
も
に
、
周
王
の
直
接
統
治
下
に
あ
る
王
畿
を

形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
王
畿
の
地
を
理
念
的
に
と
ら
え
れ
ば
、
周
王
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
辺
に
執
政
を
は
じ
め
と
す
る
諸

宮
、
さ
ら
に
は
内
服
諸
侯
が
配
さ
れ
る
と
い
う
構
造
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
更
に
こ
の
王
畿
の
周
辺
に
、
令
書
の
「
蕃
屏
」
と
し
て
外
服
諸
侯
が
「
封
建
」
さ
れ
て
い
た
。
外
服
（
四
方
）
の
地
に
周
王
の
命
令
が
及
ぶ
こ

と
は
、
令
葬

　
　
佳
十
月
月
吉
癸
未
、
明
公
朝
市
設
歯
周
、
借
令
、
舎
早
事
令
、
果
艶
事
寮
母
諸
歩
果
里
君
果
百
工
果
諸
侯
侯
国
男
、
舎
四
方
令
、
既
威
令
、
（
佳
れ
十
月
月

　
　
吉
癸
未
、
明
公
朝
に
成
周
に
至
る
。
命
を
借
し
、
三
事
の
命
を
書
く
。
卿
事
寮
と
諸
訳
と
黒
垂
と
百
工
と
諸
侯
の
侯
・
何
・
男
と
と
も
に
、
四
方
の
命
を

　
　
　
　
　
　
こ
と
こ
と

　
　
舎
く
。
既
に
威
く
命
ず
）

に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
政
治
的
・
軍
事
的
影
響
力
は
漸
時
弱
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
王
朝
の
勢
力
拡
大
が
西
町

中
期
を
ピ
ー
ク
と
し
、
そ
れ
以
後
は
寧
ろ
後
退
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
結
果
東
方
・
南
方
の
諸
侯
と
王
畿
と
の
間
に
断
絶
が
生
じ
た
こ
と
は
既

　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
宣
王
が
魯
の
国
王
継
承
に
干
渉
し
た
た
め
、
諸
侯
が
王
命
に
難
く
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
る
『
国
語
』
周
語
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

記
事
も
周
王
の
外
服
諸
侯
に
対
す
る
影
響
力
の
低
下
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
斎
服
の
地
ま
で
を
含
め
た
王
朝
の
支
配
領
域
は
、
『
詩
』
小

雅
北
山
に
、

　
　
搏
天
の
下
、
王
土
に
非
ざ
る
は
莫
し
、
率
土
の
浜
、
王
臣
に
非
ざ
る
は
長
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
外
服
の
地
ま
で
を
含
む
王
朝
の
支
配
領

域
も
、
野
上
を
中
心
と
し
て
内
服
の
地
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
外
患
諸
侯
が
配
さ
れ
る
と
い
う
同
心
内
構
造
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
鍵
な
ど
の
地
・
内
服
の
地
・
外
服
の
地
を
そ
れ
ぞ
れ
二
王
を
中
心
と
し
た
同
心
円
構
造
と
し
て
と
ら
え
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば

三
つ
の
レ
ベ
ル
と
し
て
王
朝
の
領
域
を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
各
レ
ベ
ル
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
第
二
・
三
章
で
述
べ
た
各
氏
族

37　（503）



の
血
縁
関
係
が
機
能
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
井
氏
は
貧
井
叔
・
成
井
叔
・
豊
井
叔
…
内
服
諸
侯
の
井
本
族
－
外
販
諸
侯
の
井
侯

と
い
う
関
係
を
持
ち
、
黒
氏
は
貧
號
仲
・
城
號
仲
一
内
服
諸
侯
の
號
本
族
の
関
係
、
登
は
貧
登
伯
・
固
煉
叔
…
外
服
諸
侯
の
登
国
と
い
う
関
係

を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
各
民
族
が
周
王
と
血
縁
関
係
或
い
は
擬
制
的
な
そ
れ
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
先
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
を
結
び
つ

け
る
機
能
を
持
つ
各
氏
族
の
血
縁
関
係
は
、
周
王
を
中
心
と
す
る
王
朝
に
、
官
系
統
と
は
別
の
政
治
的
・
社
会
的
な
統
一
性
を
与
え
て
い
た
も

の
ど
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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①
「
王
在
某
、
…
…
格
某
」
と
い
う
例
が
約
半
数
を
占
め
る
。
ま
た
単
に
「
王
格

　
某
」
と
の
み
い
う
も
の
は
こ
の
数
に
含
ま
れ
な
い
。

②
　
察
鑑
（
大
系
録
八
七
）
。

⑧
　
　
「
断
代
」
㈲
七
〇
長
宙
蚕
に
、
「
金
文
之
庇
、
即
説
文
之
“
虞
、
行
屋
也
”
」

　
　
へ
　
　
　
　
む

　
と
し
う

④
　
小
臣
単
解
（
文
物
八
一
・
九
）
。

⑤
趙
薗
（
三
代
一
一
・
三
四
）
、
嚢
前
（
三
代
一
三
・
四
〇
）
、
折
胱
（
文
物
七
八

　
・
三
）
。

⑥
命
嬢
（
三
代
八
二
三
）
。

⑦
本
表
の
参
照
し
た
論
考
は
次
の
と
お
り
。
呉
大
量
『
説
文
古
籔
補
・
附
録
』
（
一

　
八
八
四
年
）
、
王
麟
維
「
孟
鼎
銘
解
釈
」
（
『
観
堂
吉
今
文
考
釈
』
）
・
「
周
回
京
考
」

　
（
『
観
堂
集
林
』
）
、
郭
沫
若
『
大
系
』
・
「
臣
辰
盃
銘
考
釈
」
（
『
金
文
叢
考
』
）
・
「
由
周

　
初
四
徳
器
的
考
経
輪
到
股
代
已
在
進
行
文
字
簡
化
」
（
『
文
物
』
一
九
五
九
年
第
七

　
期
）
、
陳
夢
家
「
断
代
」
、
黄
盛
環
「
周
都
豊
鍋
与
金
文
中
的
葬
京
」
（
『
歴
史
研
究
』

　
一
九
五
六
年
第
二
〇
期
、
又
『
歴
史
地
理
論
集
』
一
九
八
二
年
）
・
「
関
門
金
文
中

　
的
〃
灘
京
（
葬
）
、
菖
、
豊
、
邦
”
問
題
弁
正
」
（
『
中
華
文
史
論
叢
』
一
九
八
一
年

　
第
四
輯
）
、
白
川
静
『
通
釈
』
、
後
藤
均
平
「
成
周
と
王
城
」
（
『
和
田
博
士
古
稀
記

　
念
東
洋
史
論
叢
』
一
九
六
〇
年
Y
「
王
才
成
周
考
」
（
『
菓
洋
学
報
』
第
四
四
巻
第

　
三
号
　
　
一
九
六
一
年
）
、
陳
雲
鶯
「
西
周
灘
京
新
考
」
（
『
中
華
文
史
論
叢
』
一
九
八

　
○
年
第
一
撃
）
、
宗
徳
生
「
〈
西
館
葦
京
新
考
〉
質
疑
」
（
『
中
華
文
史
論
叢
』
一
九

　
八
一
年
第
四
輯
）
、
張
想
鋳
「
鏑
京
新
考
」
（
『
中
華
・
文
史
論
叢
』
一
九
八
一
年
第
四

　
輯
）
、
劉
雨
「
金
文
葦
京
考
」
（
『
考
古
与
文
物
』
一
九
八
二
年
半
三
期
）
、
歩
盛
平

　
「
試
論
金
文
中
的
〃
周
”
」
（
『
考
古
与
文
物
』
叢
刊
第
三
号
　
一
九
八
三
年
）
。

⑧
　
　
「
断
代
」
C
⇒
に
、
「
西
周
金
文
中
的
都
邑
」
と
題
し
て
西
周
諸
「
都
」
に
関
す
る

　
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
宗
周
に
つ
い
て
は
、
「
宗
廟
所
在
、
在
此
朝
見
、
即

　
武
王
師
的
周
。
在
岐
山
。
」
（
一
四
一
頁
）
と
言
う
。

⑨
董
宇
儒
『
西
周
甲
骨
探
論
』
（
一
九
八
四
年
）
に
諸
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

⑩
静
籔
（
三
代
六
・
五
五
）
。

⑪
　
逓
嬢
（
三
代
八
・
五
二
）
。

⑫
書
銅
器
の
郡
県
は
、
一
般
に
四
王
奔
澱
・
犬
戎
入
竃
の
時
期
と
さ
れ
る
。
但
し
、

　
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
同
一
人
の
器
群
が
複
数
の
審
蔵
或
い
は
審
蔵
と
墓
葬
と
に

　
分
散
す
る
例
や
、
閉
銘
の
例
が
見
ら
れ
、
一
層
複
雑
な
経
緯
を
経
て
埋
蔵
さ
れ
た

　
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

⑬
抽
出
上
露
（
陳
西
⇔
五
九
～
六
四
）
に
同
趣
旨
の
文
と
し
て
、

　
　
　
撃
武
鯛
既
嘆
般
、
敷
史
刺
祖
、
来
見
勤
王
、
武
王
布
令
周
公
、
舎
寓
以
五
十

　
　
　
頚
処
。

　
と
い
う
。
「
五
十
頒
処
」
の
意
味
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
何
ら
か
の
土
地
の
単
位

　
で
あ
ろ
う
。



⑭
　
林
巳
奈
夫
「
股
一
春
秋
前
期
金
文
の
書
式
と
常
用
語
句
の
時
代
的
変
遷
」
（
『
東

　
方
学
報
』
（
京
都
）
第
五
十
五
冊
　
一
九
八
三
年
）
。

⑲
　
伊
藤
道
治
『
中
国
古
代
韮
朝
の
形
成
』
第
二
部
「
西
周
史
の
研
究
」
二
八
五
頁

　
結
語
。

⑯
『
国
語
』
周
語
上
に
、

　
魯
武
公
以
括
与
盗
見
（
宣
）
笙
、
王
立
戯
。
奨
仲
山
父
華
墨
、
…
…
王
卒
立

　
之
。
魯
侯
帰
而
卒
、
及
魯
人
殺
鎌
公
（
戯
）
、
而
立
勲
章
（
括
）
。
三
十
二
年

　
春
、
宣
王
伐
魯
、
立
孝
公
。
諸
侯
従
鋼
玉
不
陸
。

と
あ
る
。

結

語

西周期鄭（貧）の考察（松井）

　
本
稿
は
震
関
係
金
文
の
分
析
を
中
心
と
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
西
周
王
朝
の
構
造
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
序
言
で
示
し
た
問
題
の
半
分
を
扱
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
序
言
で
示
し
た
問
題
と
は
、
鄭
桓
公
始
封
に
関
す
る
臣
讃
・
顔
師
古
両
説

の
対
立
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
郵
桓
公
始
封
に
全
く
ふ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
本
稿
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
完
結
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　
鄭
桓
公
始
封
の
問
題
は
、
始
封
の
時
期
・
場
所
及
び
東
遷
期
に
お
け
る
邸
の
役
割
な
ど
に
よ
っ
て
、
直
接
東
遷
期
の
理
解
に
つ
な
が
る
も
の

で
あ
り
、
更
に
言
え
ば
西
周
期
と
春
秋
期
に
関
す
る
理
解
そ
の
も
の
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
西
周
期
と
春
秋
期
と
は
何
が
共
通
し

何
が
異
な
る
の
か
、
西
周
期
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
何
で
あ
り
、
春
秋
期
の
そ
れ
は
何
か
。
本
稿
は
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
準
備

作
業
に
過
ぎ
な
い
。

　
本
稿
は
多
く
の
保
留
と
推
測
を
用
い
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
作
業
仮
説
と
し
て
類
型
化
の
方
法
を
多
用
し
た
。
史
料
の
理
解
を
含
め
て
大
方

の
御
批
判
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

本
稿
で
の
略
称
は
次
の
通
り
。

『
巌
窟
』
　
梁
上
椿
『
巌
窟
吉
金
隠
題
』
（
一
九
四
三
年
）
。

『
故
宮
』
　
国
立
故
宮
中
央
博
物
院
聯
合
管
理
処
『
故
宮
銅
器
図
録
』

　
　
　
　
年
）
。

（～

繻
ﾜ
八

『
三
代
』
　
羅
振
玉
『
三
代
吉
金
文
存
』
（
一
九
三
六
年
）
。

『
上
海
』
　
上
海
博
物
館
『
上
海
博
物
館
蔵
青
銅
器
』
（
～
九
六
四
年
）
。

『
陳
西
』
　
『
映
西
出
土
商
周
青
銅
器
』
O
～
⑭
（
一
九
七
九
～
八
四
年
）
。

『
大
系
踊
階
郭
沫
若
『
西
周
金
文
辞
大
系
図
録
考
釈
』
（
一
九
三
五
年
）
。
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「
断
代
」
　
陳
夢
家
「
西
周
銅
器
藤
代
」
（
『
考
古
学
報
』
第
九
～
一
四
冊
　
一
九
五

　
　
　
　
五
～
五
六
年
）
。

『
肥
旗
家
被
』
　
　
・
甲
当
科
学
院
考
山
自
爆
鷹
九
所
『
長
安
張
家
勢
西
周
銅
器
群
』
（
一
九
山
ハ
五

　
　
　
　
年
）
。

『
通
考
』
　
容
庚
『
商
周
鼻
器
通
考
』
（
一
九
四
一
年
）
。

　
『
通
釈
』
　
白
川
静
『
金
文
通
釈
』
（
『
白
鶴
美
術
館
誌
』
第
一
～
五
六
輯
　
一
九
六

　
　
　
　
　
　
二
～
入
四
年
）
。

　
『
綴
遺
』
　
方
溶
益
『
綴
遺
事
尊
属
款
識
流
質
駈
（
一
九
三
五
年
）
。

　
『
録
遣
』
　
予
省
吾
『
商
周
金
文
録
遺
』
（
｝
九
五
七
年
）
。

（
京
都
大
学
研
修
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AStudy　on　l）ian鄭（貧）during　Xi　Zhou比周Period

by

Yoshinori　Matsui

　　We　can　find　names　of　Dianノ勿gε伽璽井叔，1）ian　O初Z勿π9震號仲，

Dian　l）θπg　Bo山登伯and　so　on，　in　Diαn　during　Xi　Zhou　period．　They

were　by　names　that　combined　the　place　name　of　Dian　with　Jing　Shu

井叔，Guo　Zhon8　Wh仲and．1）eng　Bo　i登伯as　well　as　X2αη伽g　S伽威井

叔，Feng　fin．　g　Shu豊二三and　C勿πg　Gμo　Z加％9誠號仲．　By　e琴istence　of

’these　names　that　contain　place　names，　we　can　know　that’the　branch

families　of　Nei　Fu内服　VMaz　Fu心服feudal　lords　lived　in　these　places．

And　we　can　suPPose　that　in　Dian　there　was　Z）ian　Huan；興起，　a　direct

managenlellt　of　Zhou周1〈ings，　which　some　public　othces　controlled，

and　around’it　there　lived　branch　families　of　AreiFtt　WaiF“　feudal　lords，

Moreover，　Dian　had　the　same　structure　as　l磁π9豊，　Zhou　etc．　which

were　called　“capitals”　of’Zhou　kings，　and　it　was　the　place　equal　to

kings’　“capitals”　as　a　political　and　military　base　of　Xi　Zhou　dynasty．

So　we　can　argue　that　Xi　Zhoz｛　dynasty　had，　as　it　were，　the　threefold

structure　that　Wang　Ji王畿（NeiFu）were　built　up　around　kings’

“capitals”　and　around　them，　WaiFu　feudal　lords　were　given　fiefs．　And

by　existence　of　branch　families　of　NezFu　WaiFu　feudai　lords　in　Dian，

Feng　etc．，　we　can　infer　that　blood　relationship　of　each　clan　connected

these　three　structures　one　another．

The　Establishment　of　the　Ex－emperor’s　Government

in　the　View　of　the　Court　Noble’s　Proceeding－system

by

Kei　Mikawa

　　It　is　in　the　golden　age　of

Michinaga道長and　Yorim　ichi

the　rule　of　the　Regency，　the　age　of

頼通，that　the　Regellt　Family　assumed

　　（630）




